
華考資料1  

（第4回がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会資料）   

がん診療連携拠点病院の指定の考え方  

件 古壷足料三  指定要   

○ 指定†こ当たっては牒②相談支援体制の整備及   

び③院内がん登録の栗原並び問   

ンタ「の設置を特に重視する。  

2次医療圏に複数の医療機関が推薦されている場合  

0 2次医療圏に複数のがん診療連携拠点病院を指定する理由として、単に  
人口が多  いということだけでなく、がん患者の通院圏土或、がん診療連携拠  

点病院間の機能的役割分担、隣捜する医療圏との関係等について、都道府  
県において十分な説明がある場合には、  指定要件を満たしている医療機関  

について指定を行う。   

都道府県がん診療連携拠点病院として2医療機関が推薦されている場合  

○ 都道府県がん診療連携拠点病院は、都道府県に概ね1カ所整備すること   
とされているが、両医療機関卿府県がん診療連携拠   
息病院が2医療機関となるこ七によ‡る相乗効果等について、都道府県にお  

いて十分な説明がある場合には、  両医療機関とも都道府県がん診療連携拠  

点病院として指定を行う。   

参考＞過去の申請  

① 宮城県に欄忍められた理由  

平成18年7月28日に開催された第1回がん診療連携拠点病院の指定に関する検   
討会における議論のポイントは以下のとおり。   

・ 推薦の両医療機関ともに指定要件を満たしている。   

・ 両医療機関の機能的役割分担、都道府県がん診療連携拠点病院が2医療機関と  

なることによる相乗効果等について、十分な説明がある。   

・ がんの診療機能を評価する指標として年間の新規入院がん患者数を見た場合、  

宮城県立がんセンターが約4000名、東北大学医学部附属病院が約5000名  
である。  

②＋岩手県に  おいて都道府県がん診療連携拠点病院が2カ所認められなかった理由   

・ 推薦の医療機関が指定要件の一部を満たしていない。  

③ 山形県において都道府県がん診療連携拠点病院が2カ所認められなかった理由   

・ 年間の新規入院患者数が2000名程度の医療機関を推薦している。  

（参考）3県の人口比較   

岩手県 1，375，126人 （平成18年9月1日現在）   

宮城県 2，371，683人 （平成18年4月30日現在）   

山形県 1，207，513人 （平成18年10月1日現在）   



推薦意見書  
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【様式1】   

疾感対第 6 9 8 号  

平成19年1‘0月31日  

厚生労働大臣 舛添 要一 殿  

宮城県知事  村  

がん診療連携拠点病院の新規指定及び指定更新に係る推薦について   

標記について，がん診療連携拠点病院の整備に関する指針（平成18年2月1日健発第  

0201004号）に基づき，推薦意見書及び2次医療圏の概要並びに推薦書を添付の上  

下記の医療模関を推薦します。  

記  

地域がん診療連携拠点病院  

・東北厚生年金病院（新規指定）  

・独立行政潰人労働者健康福祉機構 東北労災病院（指定更新）  

・大崎市民病院（指定更新）  

・石巻赤十字病院（指定更新）  

担当：疾病・感染症対策室  

がん対策班 主事 早坂匡弘  

TEL：022－211－2638 FAX：022－211－2697  

E－Ⅲail：hayasaka－E）a671㊥pref．miyagi．jp  
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（様式2）  

宮城県 2次医療圏の概要  

（平成19年4月1日現在）  2．概要   

医療圏名   
がん診療連携拠点病院  

面積（knヾ）  人口  人口割合（％）  人口密度  病院数          既指定病院数  今回推薦病院数  計   

仙南医療圏   1．551．ヰ4  柑8．986   ・8．1   121．8   13  

7．1   555．0   10   岩沼医療圏  298．ヰ7  165．662        l    口   
43．6  1．305．2   59   2   仙台医療圏  783．5ヰ  1．022．712          2く1〉  4く1〉   

149．56  19D．553   8．1  1．274．1   7  塩釜医療圏  
黒川医療圏   416．93  82．227   3．5   197．2   3  

大崎医療圏・   1．523．95  215．562   9．2   141，ヰ   22  1く1〉  1く1〉   

栗原医療圏   BD4．93  78．ヰ68   3．3   97．5   5  

登米医療圏   536．38  87．537   3．7   163．2   7  

石巻医療層  723．42  218、712  9．3  30之．3   12  1く1〉  1く1〉   

気仙沼医療圏   497．11  9ヰ，535   4．0   190．2  7  
計   7．285．73  2．34ヰ，954  145   3   4く3〉  了く3＞   

注1）「人口割合」稚は、県全体の人口に対する帯域ごとの割合を記入すること。  

注2）「人口密度」欄は、各医療圏ごとに、人口／面積（kボ）（小数点以下宗2位四捨五入）により算出した数値を記入すること．  

注3）「病院数」柵は、拠点病院以外の病院く診療所は除く。）も含めた致を記入すること。  

注4）「今回推薦病院凱欄は地域がん診療連携拠点病院を都道府県がん診療連携拠点病院へ指定変更する場合には（）書きで、  
指定更新の培合にはく〉書きで、内数を示すこと。  
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（柱式2 ※参考）  

宮城県2次医療圏の概要（仙台医療圏拡大時）  

（仙台医療圏拡大時）  （平成19年4月1日現在〉   

医療圏名   
がん診療連携拠点病院  

面積（kポ）  人口  人口割合（％）  人口密度  病院数          既指定病院数  今回姓蕎病院数   
計   

仙南医療圏   1，551．中l  柑8．9【帽   8．1   121．8   13  

仙台医療圏   1，648．50  1，461．154   62．3   886．4   79   3   2く1〉  5く1〉   

大崎医療圏   1，523．95  215．562   9．2   1ヰ1．4   22  1く1〉  1く1〉 －   

栗原医療圏   8Dヰ．93  78，ヰ68   3．3   97．5   5  

登米医療圏   536．38  87，537   3．7   163．2   了  

石巻医療圏   723．42  2†乳T12   9．3   30Z．3   12  1く1〉  】く1〉   

気仙沼医療圏   497．11  94，535   4．8   19D．2   7  

計   7．2B5＿73  2，344．954  145   ・3   4く3〉  了〈3〉●   

注1）「人口引合」繍は、県全体の人口に対する圏域ごとの割合をミ己入すること。  

注2）「人口密度」欄は、各医療圏ごとに、人口／面積（kn了）（小数点以下貰2位四捨五入）により算出した数値を記入すること。  

注3）「病院数」欄は、拠点病院以外の病院（診療所は除く。）も含めた数を記入すること巳  

注4）「今回推薦病院凱楓は地域がん診療連携拠点病院を都道府県がん診療連携拠点病院へ指定変更する場合には（）書きで、  
指定更新の場合にはく〉書きで、内数を示すこと。  
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推薦意見書（宮城県）■   

1．翼状  

（1）宮城県におけるがん診療連携拠点病院の指定状況   

現在，当県は10の二次医療圏で構成され，その・うち5医療圏で7病院ががん診療連携拠点  

病院の指定を受けており（下表参照）．各拠点病院が所属医療圏及び周辺医療圏を含めた地域  

におけるがん医療の中心的役割を担っている。   

また，解域ごとのがん医療体制だけではなく，宮城県立がんセンター，東北大学病院の2つ  

の都道府県がん診療連携拠点病院を中心とした県全体の拠点病院間の連携により，拠点病院未  

整備圏域も含めた，県内全域における専門的ながん医療俸制の整備を進めている。   

○がん診療連携拠点病院指定状況（※平成19年10月末現在）  

仙南医療圏  ☆公立刈田掠合病院   

岩沼医療圏  宮城県立がんセンター   

仙台医療磨  東北大学病院．仙台医療センター，☆東北労災病院   

大崎医療晩  ☆大崎市民病院   

石巻医療周  ☆石巻赤十字病院   

※☆は今年度指定更新対象病院。（現在，みなし指定．）  

（2）宮城県の医療圏とがん診療連携拠点病院の整備方針について   

当尉こおける医療圏は，前述のとおり現在10医療圏に分かれているが，医療周の桟能強化  

の観点から，仙南医疾圏についてlも 平成20年度から周辺の細分化された医療圏（岩沼，塩  

釜，黒川）とを統合し，拡大することを検討している（様式2※参考図参照）。   

よって，今回のがん診療連携拠点病院の指定推薦にあたっては，県内全域の中長期的ながん  

医療体制の整備を見据え，仙台医凍圏拡大後，すなわちト県内7医療圏体制を前提に検討した。   

当県の医療圏の特徴としてlも 人■ロはもちろん．医療桟関，医療設備，医師等の医療資源の  
全てが仙台医療圏に集中しており，また，がん患者の流れとしても県内全域からの仙台医療圏  

への依存率が総じて高いことがいえる。（拡大後の仙台医療圏の人口150万人弱に，他医療  

圏からの依存人口約30万人を加えると，実質的に180万人弱を対象とする大医療圏とな  

る．）   

こうした当県の現状を鑑みれば，県内全域にわたって質の高いがん医療を提供するためには，  

仙台医療圏におけるがん医療体制の強化が必要であり，拠点病院の整備数としては，一般的に  

二次医療圏の目安とされる人口30万人程度を基準とした場合，6箇所程度の拠点病院の整備  

が必要となる。   

これにより．仙台医療圏のみならず県全体のがん医療の拠点的機能が強化されるとともに，  

県内全域から集中する患者の受け入れについても，地域的，機能的分担が可能になると考える。  

○各二次医療圏から仙台医療圏（拡大葎）への依存率（悪性新生物入院患者数ペース）  

仙南   大略   莱原   登米   石巻   ・気仙沼   

仙台医療圏への依存率  54．5‡   25．4％   39．0％   39．1％   26．5％   15．4％   

上記依存率の人口換算  102．997人  54．753人  30．603人  34，227人  5丁，959人  14．558人   

※（県全域から仙台医療恕トの依存人口）＝295，09一人  
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2．指定推薦病院について   

こういった医療圏等の現状を踏まえ，当県では，地域がん診療連携拠点病院として，・以下  

の4病院を推薦する。・  

（1）仙台医療圏（現・岩沼．塩釜，黒川医療圏含む）   

仙台医簾臥こついては，前述のように人口規模．県内全体の集約的機能の観点から，最終的  

には6箇所程度の拠点病院の整備が必要であるため，指定更新を除く既措定の3病院（宮城県  

立がんセンター，東北大学病院，仙台医療センター）に加えて，今回さらに3病院を指定する  

ことが望ましい。   

一方で，同医療圏内には，高度ながん医療体制と高い実績を持つ病院が多く存在するが，現  

段階で拠点病院としての十分な櫨能と指定要件を全て充足する病院は下記2病院であった。   

よって．今回の指定推薦たあたっては，当該2病院を推薦することとし，残りの1病院につ  

いては，今後の他の病院の体制整備状況により来年度以降の指定推薦を検討することとする。   

＜東北厚生年金病院＞ ※新規指定  

・仙台医療圏東部に位置し，現在の塩釜医療圏及び仙台医療圏東部から多くのがん患者を受け  

入れている9（がんによる入院患者の約半数が，現在の塩釜医療圏からの受け入れである。）  

・消化器系がんを中心に，幅広い分野のがんについて院内専門医によ芦対応が可能であり，十  

分な拾療実績がある。  

・また，化学療法，緩和ケアのシステム化を進める等，病院全体としてがん医療体制の整備を  

推進している。  

・仙台医療圏東部及び塩釜医凍軌こおける地域連携クリティカルパスの整備を推進する等，仙  

台医療圏が広域的な役割を担う中で，特に同医療圏東部におけるがん医療の中心的役割を担っ  

ている。  

＜■真北労災病院＞ ※指定更新  

・仙台市中心部に位置し，仙台市内及び周辺地域から幅広くがん患者を受け入れている。  

・手術．放射線治療，化学療法ともに豊富な実族を持ち，現在，地域がん診療連携拠点病院と  

して，他の拠点病院と連携しながら，仙台医療圏のがん医療体制を支えている。  

・東北で唯一のアスベスト疾患センターを持ち，県内外における相談事例を受ける等，アスベ  

スト対策の中心的様態も担っている。   

（2）大崎医療圏  

・＜大崎市民病院＞ ※指定更新  

・大崎医療圏において，病床数，患者数ともに最大の総合病院であるとともに，県北部の栗原，  

登米医療圏からも多くの患者を受け入れている。  

・がん医療について，県北部地域で唯一放射線治凍を実施している他，手術，化学療法におい  

ても十分な実演を持ち，5大がんをはじめとした椿広いがんについて専門的治療を実施してい  

る。  

・緩和ケア分野において，県北部の医療機関を中心にして展開されている rみやぎ在宅支援ド  

クターネット」に参加し，緩和ケアにおける病院と在宅との連携体制の整備を進めている。  

・現在，地域がん診療連携拠点痛院に指定されているが，その役割は大崎医療圏のみにとどま  

らず，拠点病院が未整備でありかつ人口，病院規模から今後も整備が難しい栗原．登米医凍圏  

を含めた県北地域全体において，がん医務の拠点的役割を十分に果たしている。  
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（3）石巻医療圏  

＜石巻赤十字病院＞ ※措定更新  

・石巻医療圏において，病床数，患者数ともに最大の総合病院であり，放射線治鼠 手術，化  

学療法ともに広い範囲で実施している。  

・緩和ケア病床の設置，チーム医療ゐ確立のみならず，緩和ケア外来の実施や地域の医療機関  

との連携により，在宅を含めた地域における緩和ケア医療の先導的役割を果たしている．  

・現在，地域がん診療連携拠点病院に指定されているが，気仙沼医疾圏を含む県北東部におい  
て，仙台医療圏からある程度独立した形で，専門的，集学的治療を行っており．地域のがん医  

療の拠点として十分に機能している。  

（※参考）仙南医療圏について  

・現在，地域がん診療連携拠点病院として，公立刈田綜合病院が指定を受けている。  

・しかし，受け入れがん患者数，対応可能がん．放射線治療の未実施等，「地域のがん医療の  

拠点的役割」という観点で見た場合，体制が十分に整備されていないのが現状であることから．  

今回は推薦を見送ることとする。  

3．県全域としてのがん医療体制   

呼ん診療連携拠点病院の整備に関する指軌で札二次医療圏に1箇所程度の地域がん診  

療連携拠点病院を整備することとされているが，前述のように．当県は仙台医療圏への一極集  
中的な医療状況にあり，県全域への質の高いがん医療の提供のためには，がん医療の均てん化  

とともに，ある程度の集約化が必要となる．   

仙南，栗原，登米，気仙沼医療圏においては，現段階で当該医療圏のがん医療の拠点として  

十分な橡能を持つ痛院がないため，拠点病院未整備地域となるが．隣接医療圏若しくは県全域  

の拠点的機能を担う仙台医療圏の拠点病院によってその役割を果たすことが可能である。  

○県内のがん医療における連携体制  

医療困名   地域的連携体制   連携体制   

仙甫医療圏  ＜県南部＞県立がんセンター（仙台医療  

圏）を地域的拠点としたがん医療体制．  磨を中心とした全県的ながん   

仙台医療圏  ＜仙台医療圏＞5病院く将来的には6病  

院）の連携によるがん医療体制。   の拠点的役割として，仙台医療   

大崎医療顔  ＜県北部＞大崎市民病成を地域的拠点と  県全体からの患者の受け入れ。   

栗原医療圏  したがん医療体制．   んセンター及び東北大学病院の  

登米医療圏   る高度・専門的がん医療体制。  

石巻医療圏  ＜県北東部＞石巻赤十字病院を地域的拠  

気仙沼医療圏  点としたがん医凍体制。．  

以上のように．当県のがん医療においては．仙台医療雷の病院桂能の強化と一定の集約化．  

地域間・拠点病院間の連携を進めることにより．仙台医療塵を中心とした全県的な総合的がん  

医療体制を構築した上で．都道府県がん診療連携拠点病院である宮城県立がんセンターと東北  

大学病院の連携により．高度で専門的ながん医療体制を整備していく。  
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宮城県における都道府県がん診療連携拠点病院に係る現況報告   

当県におけるがん診療体制の整備は，県内の拠点病院で組織する「宮城県がん診療連携協議会」  

（放射繰，化学療法，緩和ケアの3部会を設置）を中心に行われており，県全体のがん医療の在  

り方の検討，研修の実施，ネットワーク体制の整備等に取り組んでいる。  

【機能分担】  

【現在の取り組み】  

政所疫示転頑固  

○放射線治療部会において，県内における放射線治療体制，痛院間の連携体制を調整・検討。   

→現在，拠点病院2病院に対して，東北大学病院から放射線治療医を派遣している。  
○放射線治療部会が中心となり，放射線治療従事者に対する研修を実施。（5回／年）  

化学療法の推進  

0化学療法における標準化推進事業  

・東北大学病院化学療法センターにおいて，化学療法の標準化に向けた取り組みを実施。   

→化学療法支援システムの開発（県立がんセンターへ導入済み。）   

→「化学療法プロトコール審査委員会」による標準化学療法プロトコール（約60種類）の   

作成・公開。（一部ホームページでの公開を開始。）  

0医師・看護師・薬剤師を対象とした化学療法に関する研修の開催。（1■b回／牛）  

緩和ケアの推進  

○緩和ケア部会による研修の実施。（院内実地研修：3回，講演・症例検討等：7回）  

○各拠点病院における病病連携，病診連携等の現状調査  

t県立がんセンターが中心となり，病病連携，在宅医療との連携等のネットワーク体制等の調査  

を実施。  

○緩和ケアチームネットワーク  

・緩和ケア部会を主宰するがんセンターを中心とした各拠点病院の緩和ケアチームによるネット  

ワークの整備（相互症例相談等）。  

【今後の事業計画】  

射線治療の推進  

●県内全てのがん診療連携拠点病院において，常勤の放射線治療医を配置する。   

（現状：4病院／7病院）   

※放射線治療医の養成→東北がんプロフェッショナル養成プラン等により，東北大学病院が中  

心となって養成。  

●県内全ての放射線治療従事者を対象に，放射線治療の研修を実施する。（10回／年）  

●化学療法部会を通して，東北大学病院が進めている化学療法の標準化を県内各拠点病院におい  

ても導入していく。   

→化学療法部門における県内拠点病院のネットワーク化を進める。  

●県内全てのがん診療連携拠点病院を対象に，化学療法に関する研修を実施する。（10回／年）   

※がん薬物療法専門医の養成→東北がんプロフェッショナル養成プラン等により，東北大学病  

1  
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院が中心となって養成。  

緩和ケアの推進  

垂函事‾‾  ●緩和ケア研修事業   

・県内の拠点病院において緩和ケア医療に携わる全ての医師及びその他の医療橡眉削こおいてがん  

医療に携わる医師を対象に緩和ケア研修を実施する（2日間×2回／牢）   

※平成20年度厚生労働省が提示予定の緩和ケア研修モデルプログラムに準拠したものp   

→講師として，県立がんセンターをはじめとした拠点病院の緩和ケアに携わる医師が協力。  

●緩和ケアチームの指導・育成  

・県立がんセンター等の病棟での実地研修及び各病院での指導等を実施する。（5回程度／年）  

●在宅緩和ケア対策推進事案匪褒章頭  

〕  

在宅緩和ケア従事者研修（17回程度／年）  

在宅緩和ケア支援センター事業（県内1カ所の設置  

在宅緩和ケア推進連絡協議会（8回程度／年）   

在宅緩和ケアネットワーケの強化  

●地域緩和ケアネットワークの構築  

・県立がんセンターが中心となり，現在の拠点病院間のネットワークを発展させ，上記在宅緩和  

ネットワークと連携することにより，在宅緩和ケア連携′くスを構築する。   

【取り頼みの方向性】  

放射線治  

◆放射線治療においては治療医不足が大きな課題となっており，放射線部会が中心となって  

治療医の配置，養成等に関する対策の検討を行っている。  

→今後，拠点病院における研修実施の他，東北がんプロフェッショナル養成プランと連携し  

ながら，県内全拠点病院での常勤医配置を実現する。  

匪至垂頭  

◆現在，東北大学病院化学療法センターが中心となって，化学療法の標準化に向けた体制整  

備を行っている。  

→今後，化学療法部会を通じて，県内における化学療法の標準化を推進し，ネットワーク化  

を図る。  

匪亘亘司  

◆県内拠点病院における緩和ケアチームのスキルアップを重要課題とし，現在，緩和ケア部  

会を中心に研修を実施している。今後，来年度提示される予定の厚生労働省のモデルプログ  

ラムにより，統一的な研修をさらに実施していく。  

◆拠点病院を中心とした院内緩和ケアとあわせて，県事業として進める在宅緩和ケアとのネ  

ットワーク体制を確立し，地域における緩和医療体制の整備を進めていく。   



【境能分担】  

県立がんセンター   東北大学病症   

か  

療  対する研修一読師派遣．人材交読による育成   

・か  

の医  

【現在の取り組み及び今後の事業計画】  

0県内拠点病院医療従事者を対象とする研修の実施。   

→連携協議会部会ごとの実施。「1．各治療分野の体制整備」で既述のとおり実施。  

0人材育成のための研修・勉強会等の実施。（東北大学病院）  

．・がん専門薬剤師研修（30名／年）  

…・専門分野（がん）における質の高い看護師育成研修（20名．／年）   

→（県立がんセンター，仙台医療センターと協力）  

・・化学療法標準化に向けた各病院への教育  

．→化学療法標準化研修（H19・4・25）・腫癌内科カンファレンス（過1回）等の実施により，化学療法＝  

：標準化のための教育，知識の共有を進めている。  

．・マンモグラフィ読影勉強会（月1回）  

；・PET症例検討会（3回／年）  

．・その他各種カンファレンスの実施により，県内医療機関からの症例相談を実鼠   

→今後これら全般を包含した「東北大学病院がんセンター公開症例検討会」を実施予定。  
l＿＿＿．．．．．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．．．．＿＿＿＿＿－＿＿－－＿－＿＿＿＿＿－一－＿＿＿＿＿＿－■＿▼▼▼＿－＿▼－－－－－＿一一一＿－＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿J  

○地域の病院・かかりつけ医等を対象とした研修の実施。（県立がんセンター）  

l・メディカルカンファレンス（1～2回／通）   

※「がん診療情報ネットワークシステム」による多地点テレビ会議を活用。  

l ・がんセンターセミナー（1・、一2回／月）  
．※県内医療従事者を対象としたがん医療全般にわたる定期的セミナー  

0「東北がんプロフェッショナル養成プランJ  

一束北大学が山形大学，福島県立医科大学との共同により実施。   

1腫瘍専門医コース：放射線，化学療法，緩和医療の専門医を養成。   

Tがん医療専門職養成コース：専門看護師，専門薬剤師，医学物理士を養成。   

■がん専門インテンシプ研修コース：がん医療の各分野に関する短期的研修コースを設置。  

→現在，各コースの募集を開賂具体的詳細計画の策定，東北がん評議会，意見交換会の開催等，  

プランの実施に向けて準備を進めている。  

【取り組みの方向性】  

◆現在，東北大学病院において実施している研修及び各分野のカンファレンスを通じて，県内病院の教  

育・人材育成を進めているが，これらについてもネットワーク化を進め，より効率的かつ広範周の病院  

からの参加を推進する。  

◆地域の医療機関従事者に対する研修等として県立がんセンターが実施している，テレビ会議システム  

の活用によるメディカルカンファレンス，その他各種セミナーをさらに推進する。  

◆「東北がんプロフェッショナル養成プラン」において，東北大学と県内拠点病院との連携を強化。  

（拠点病院からプランヘの積極的参加，講師派遣。プラン修了後，スタッフの拠点病院への配置）   

→県内がん医療水準の引き上げ。   



【機詫分担】  

県立がんセンター   東北大学病院   

・地域がん登録の取り車とめ   ・地域がん登録への協力   

・県内の病届：における庄内がん登録の推進，  ・院内がん登録推進のためのシステム開発及   

スタッフの育成   び普及   

【現在の取り組み状況】  

○県立がんセンターにおいて，宮城県地域がん登録の取りまとめ，集計，分析作業を実施。（（財）  

宮城県対がん協会がん登録室と連携）   

→※平成18年度収集症例実績：23，042件  

○県内を中心とした地域の病院における院内がん登録導入及び運用について，助言・指導を実施。   

→県内21病院について出張採録を実施し，随時実地指導。うち5病院において，平成18年  

度から19年度にかけて，新たに院内がん登録を導入した。  

○県立がんセンターと国立がんセンターとの共催により，束北六県のがん登録実務者研修を開催。  

（1回／年）  

○東北大学病院において，病院全体としての統一的かつ効率的ながん登録を支援する一院内がん  

登録用専用ITシステム」を開発。現在2病院で導入済みであり，今後，県内病院における院内  

がん登録の統一的推進を進める。   

【今後の事業計画】  

●東北ブロックがん登較実務者研修（2回／年）  

・県立がんセンターと国立がんセンターとの共同開催による研修の継続開催。   

→県内のがん医療を実施している主な医療機関における院内がん登録従事者（診療情報管理士  

等）に対して，がん登録に関する研修を実施する。  

●「がん登録実務者育成事業一区画頭  

・県立がんセンター研究員により，県内の院内がん登録従事者育成研修（1回／年）及び各病院  

での実地指導を実施。  

●院内がん登録システムの開発・推進  

・県内の拠点病院を中心とした各病院における院内がん登録の効率化，精度向上のため，東北大  

学病院において開発・運用する院内がん登録システムの普及を進める。   

→県内全ての拠点病院における，登録システムを含めた院内がん登録の統一的実施及び院内が  

ん登録の実施・運用に関するネットワーク体制の整備。  

●がん登録からの医療評価システムの検討。（拠点病院の治療成績や生存調査等）   

【取り組みの方向性】  

◆当県の地域がん登録事業は，県立がんセンターが中心となって取りまとめを行っており，院  

内がん登録実施病院からの報告に加え，非実施病院への出張採録を実施する等，データ収集を  

システム化することにより，精度の高い地域がん登録を実現している。  

◆同センターでは，実務者研修を実施する他，出喪採録時に院内がん登録に関する指導を行う  

等，当県におけるがん登録の指導的役割を担っている。  

◆また，より円滑な院内がん登録に向けて，東北大学病院が中心となり，院内がん登録に関す  

るシステム等の開発・運用を進めている。  

→今後，県内における院内がん登録を推進するため，県立がんセンター，東北大学病院，県と  

が共同して，指導，研修等の事業を実施していく。  
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眉立がんセンター   東北大学病院   

おけるがん情報発信の拠点（がん医療  ・東北地区における大学病院聞達携を中心と   

ネットワーク化）  したネットワークの活用   

相談支援センターのネットワーク化  

【現在の取り組み状況】  

○相談支援センターネットワーク事業  

・県内拠点病院による相談支援センター連絡会議を設置。情報の共有化，相互相談，相談事例の  

照会等を実施。  

○東北がん評議会，東北6大学による意見交換会，東北がん診療連携ネットワーク協議会（準備  

委員会）等を開催・参加。   

→当県の代表的立豪で県外医療機関との情報交換，東北地方規模でのネットワーク体制の整備  

を進めている。 

【今後の事業計画】  

●がん情報発癌中核捜関整備事業区重奏函  

・県立がんセンターにおける情報発信機能の充実化。   

→がん医療に関する情報の集約化，整理を行い，がん情報提供及びネットワークの拠点として  

の体制を整備する。  

●相談支援センター機能整備事業匝直垂要  

・相談支壌センターが設置されていない医務圏において，地域の中核的病院に相談支援センター  

を設置する。（※立ち上げにあたって，県立がんセンターが実地指導等の協力。）  

・県内のがん医療機関における相談員養成のための研修会の実施。（2回／年）  

●がん患者・家族サポート推進会議事某匪垂頭  

・現在の相談支援センターの連絡会議に加え，県立がんセンターを中心とする県内相談支援セン  

ターとがん患者会及び家族会との連絡会議を開催し，がん情報の提供の仕方について継続的に検  

討する。（相談支援センター連絡会譲，患者会・家族会連絡会萬あわせて4回程度／年）  

【取り組みの方向性】  

◆がん情報については，現在，県立がんセンターが進めている県内がん医療情報のデータベ  

ース化，ネットワーク化（平成20年度中に公開予定）をはじめ，同センターのがん情報発  

信機能を強化していく。  

◆がん情報の均てん化のため，県の事業として，拠点病院空・白医療圏への相談支援センター  

の設置，患者会・家族会との連携会議を推進する。  

→現在の相談支援センター連絡会議との連携による全県的な情報支援・提供体制を整備する。  

◆東北大学病院が進める東北地方の広域的ながん医療ネットワーク等を活用し，県内外の情  

報収集，ネットワーク整備を進める。（→県立がんセンターの情報発信機能をサポート。）   



当県におけるがん診療体制の整備にあたっては，既述のとおり，「宮城県がん診療連携協議会」  

において，県立がんセンター及び東北大学病院が治療分野ごとに役割分担することにより，効率  

的な各種研修の開催，放射線治療体制の検討・調整，化学療法標準化の推進，緩和ケアチームの  

ネットワーク化等，分野ごとにそれぞれの病院機能を活かした全県的な取り組みを行っている。   

さらに，県立がんセンターは，県内唯一のがん専門病院として，拠点病院を中心とした県内に  

おけるがん医療のネットワーク化を推進するとともに，当県におけるがん情報の拠点的役割を担  

っている。今後，緩和ケアチーム，相談支援センター等のネットワークを中心に，■県内拠点病院  

のみならず，その他地域の医療機関，がん患者・家族会等との連携を強化し，がん情報提供の中  

核的横関としての機能を充実させていく。   

一方，東北大学病院については，人材育成・教育面において県内の病院の先導的立場にあり，  

また，医師派遣・診療支援により，県内がん診療体制の整備・維持に不可欠な存在となっている。   

特に，現在も実施している研修，各種カンファレンス等により，県内病院に対する教育的梯能  

を発揮しているが，今後これらに関する病院内の連携及び県内病院間のネットワークを強化し，  

より効率的な実施IFより，県内医療機関における教育の均てん化を促進していく。   

また，「東北がんプロフェッショナル養成プラン」が今年度から開始されたことにより，今後，  

人材育成機能は格段に強化され，当県のがん診療体制を整備するにおいて担う役割は従来以上に  

大きくなる。   

以上のように，今後も，「情報・ネットワークの拠点」としての県立がんセンター，「人材・教  

育の拠点jとしての東北大学病院が機能分担し，より特化した機能強化を進めていくことで，県  

全体としてのがん診療俸制を整備していく。  
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＜宮城がん診療連携協議会 研修等実施状況＞  

【放射線関係l  

テーマ・内容等   対 象   参加者数  

放射線治療研修（講義）   医師，看護師   20名  

〝（講義，実地）   放射線技師   14名  

′′（講義，実地）   放射線技師   40名  

∫∫（講義）   医師   20名  

／J（講義）   医師．看護師，放射線技師   60名   

打1臥2．28  

u19．3．13  

H19．7．28  

H19．臥30  

H19．9．8  

【化学廉法関係】  

テーマ・内容等   対 象   参加者数  

化学療法標準化研修   医師，薬剤師   20名■  

抗がん剤の適正使用について   医師，看護師．薬剤師   75名  

外来化学療法等について   医師，看護師，薬剤師   37名  

乳がんにおける化学療法   医師，看護軌 薬剤師   30名  

がん薬物療饉3日間研修   医師，看護師，薬剤師   12名  

胃がん・大腸がんにおける化学療法  医師，看護師，薬剤師   81名  

乳がんにおける化学療法   医師，看護師，薬剤師   4畠名   

H19．4．25  

Hl臥9．21  

Hl臥11．10  

H19．1．27  

H19．2～3   

3日間×4回  

H19．7．13  

Hl！）．7．24  

【緩和ケア関係】  

開催日   テーマ・内容等   対 象   参加者数   

H18．9．2l   抗がん剤の適正使用   医師，薬剤師等   57名   

Hl臥9．29   緩和ケアセンターについて   医療従事者全般   55名   

H19．2～3  緩和ケア医療研修会   医師，看護師，Ⅶ消，薬剤師   7名   

3間日×3回  

H19．2．20   療病治療について   薬剤師   39名   

H19．3．26  痔宿泊廉について   医師，看護師   35名   

H19．4．19   在宅医療について   医療従事者全般   49名   

緩和ケアチームの活動状況について  15名   

（仙台医束センター）   

H19．10．12   H19．8．2  ホスピスケアについて   医師，看護師   3P名   
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東京都知事  

石 原 慎 太  

l  

…  

がん診療連携拠点病院の新規指定（指定更新）に係る推薦について   

標記について、がん診療連携拠点病院の整備に関する指針（平成18年2月1日健発第  
0201004号）に基づき、推薦意見書及び2次医療圏の概要並びに推薦書を添付の上、下記の  

医療機関を推薦します。  

記  

1 推薦病院  

（1）都道府県がん診療連携拠点病院一2か所  

医療橡関名   圏域   新規・更新   

東京都立駒込病院   区中央部   新規指定   

財団法人癌研究会有明病院   区東部   新規指定   

（2）地域がん診療連携拠点病院12か所  

医療枚関名   圏域   新規・更新   

東京大学医学部附属病院   区中央部   新規指定   

日本医科大学付属病院   区中央部   新規指定   

聖路加国際病院   区中央部   新規指定   

NTT東日本関東病院   区南部   指定更新   

日本赤十字社医療センター   区西南部   指定更新   

東京女子医科大学病院   区西部   新規指定   

日本大学医学部附属板橋病院   区西北部   指定更新   

帝京大学医学部附属病院   区西北部   新規指定   

青梅市立給合病院   西多摩   指定更新   

東京医科大学八王子医療センター   南多摩   新規指定   

武蔵野赤十字病院   北多摩南部   指定更新   

杏林大学医学部付属病院   北多摩南部   新規指定   
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（様式2）  

東京都 2次医療圏の概要  

1．圏域国  

※所属する2次医療圏が分かるよう、がん診療連携拠点病院名を記載すること。  

別紙のとおり  

2．概要  

（平成19年9月1日現在）  

医療圏名   面積（krの  人口  人口割合鱗）  人口密度  病院数   
がん診療連携拠点病院  

既指定病院数  今匝推薦病院  計   

区中央部   63．52  718．448   5．83  11326．3   57   3  

区南部   82．18  1．D30．101   8．06  12534．7   46   

区西南部   87．8g  1，330．054   10．40  15133．2   56   

区西部   67．84  1．†58，9DO   9．06  17082．8   45   

区西北部   113．93  1．820．509   14．24  15979．2   102   2  

区東北部   98，24  1，254ヱ69   9．81  12767．4   82   0   0  

区東部   103．41  †．338．197   1D．48  12940．7   53   0  

西多摩   572．71  398，048   3．11   695   29   

南多摩   324．52  1．387．727   10．85  42丁＄ヱ   80   

北多摩西部   90．25  628．6丁3   4．92  6965．9   25   0  

北多摩南部   95．82  979．734   7．66  10224．7   47   2  

北多摩北部   九59  7日．077   5．58  9323．4   44   D   0  

島しょ却   405．72  28．246   0．22   69．8   

計   2187．42  12．787．981  100．00   5846．1   8＄7   10   12  

注1）「人口割合」欄は、県全体の人口に対する圏域ごとの割合を記入すること．  

注2）「人口密度j欄は、各医療圏ごとに、人口／面積（kn†）（小数点以下貫2位四捨五入）により井出した数値を記入すること．  

注3）「病院数J掘は、拠点病院以外の病院（診療所は除く。）も含めた数を記入すること。  

注4）「今回推薦病魔軌欄は地域がん診療連携拠点病院を都道府県がん診療連挽拠点病院へ指定変更する場合には（）書きで、  
指定更覇の囁合にはく〉書きで、内政を示すこと。  

※面積及び人口：「東京恕総務局「東京都の人口（推計）」く平成19年9月1日現在）  
※ 病院数：平成17年「医療施設調査」  
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東京都におけるがん診療連携拠点病院推蕗施設  

圏 域   構  成  区   市  町  村   人口   面積（k【＃）   措定病院   備考   

都拠点病院  
東溝都立駒込病院   

12，787，981  2，187．11  
全がん協畑盟施紋  

全がん協加盟施設   
区中央部   千代田・中央・港・文京・台東   718，448  63．52  ①東京大学医学部附属病院  

区東北部   充川・足立・葛飾   1，254．269  98．24  ②日本医科大学付属病院  

区東部   墨田・江東・江戸川   1，338，197  103．10  ③盈路加国際病院  

区南部   品川・大田   1，030，101  82．18  ④東日本電信電話株式会社m東日本関東病院  

⑤日本赤十字社医療センター  

区西部   新宿・中野・杉並   1，158，gOO  67．84  ⑥東京女子医科大学病院  

区西北部   豊島・北・板橋・練馬   1，820．509  113．93   
⑦日本大学医学部附属板橋病院  

⑧帝京大学医学部附属病院  
西多摩  青梅・福生・羽村・あきる野・瑞穂・日の出・相原・奥多摩  

南多摩   ⑳東京医科大学八王子医療センター  

西部  立川・昭島・国分寺・国立・東大和・武蔵村山   628，673  ● 90．25  ⑳日本赤十字社東京支部武蔵野赤十字病院  
北多摩南部  武蔵野・三鷹・府中・調布・小金井・狛江   979，734  95．82  

・ 部  ／ト平・東村山・西東京・滑簡・東久留米   ⑳杏林大学医学部付属病院         714．077  76．59   

（資料）面穣・人口：東京都総務局「東京都の人口（推計）」（平成19年9月1日現在）  



がん診療連携拠点病院推薦意見書  

東 京 都  

■がん診療連携拠点病院の推薦にあたって  

（1）東京都がん診療連携拠点病院選考委員会の設置   

案京都では「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針J（以下「指針」という。）に基づき、  

都における地域がん診療連携拠点病院及び都道府県がん診療連携拠点病院の推薦施設を選定するに  

当たり、専門的見地からの助言を得るため、学識経験者、患者代表などから構成する「東京都がん  

診療連携拠点病院選考委員会」（以下「選考委員会Jという。）を設置し、審査・選考を行った。   

（2）東京都におけ．る選考基準   

東京都では、指針に定められた必須要件を満たしているとともに、  

①援和ケアチームの設置、②相談支援体制の整備、③院内がん登録の実施、④特定機能病院を措定  

する場合は腫瘍センターの設置、⑤専門的ながん医療の提供、⑥地域の医療機関への診療支援・連  

携体制 を重要な評価項目とし、選考を行った。  

特に、診療機能については、   

05大がん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がん）に加え、子宮がん、血液がん等に  

ついても集学的治療が行えること。   

○放射線治療装置が設置されており、放射鹿診断・治療に関する専門的知識を有する医師が1人  

以上配置されていること。   

○外来抗がん剤治療室が設置されていること。   

○セカンドオピニオンを提示する機能を持つこと。  

等を東京都独自の評価基準とし、より専門的ながん医療が提供できる拠点病院を目指し、これらの  

基準をもとに総合的に評価を行い、東京都におけるがん診療連携拠点病院として選考した。  

（3）東京都における方向牲   

都では、①地域連携体制の構築、②緩和医療、③人材育成、④相談支援俸制の充実、⑤がん登録  

について などの課題について積極的に取り組んでいくことにより、都におけるがん医療提供体制  

の一層の充実を図りたいと考えている。  

具体的な取組としては、  

（1）がん診療連携拠点病院を中心に地域連携クリティカルパスの整備を進め、がん診療連携拠点  

病院と地域の医療機関の連携を構築することにより、都内のがん医療水準の向上を図る。  

（2）都道府県がん診療連携拠点病院を中心としたがん診療の専門性を高める研修や地域がん拠点  

病院を中心とした地域の診療機能を高める研修の実施など、がん拠点病院と連携し、がん診療  

に携わる医療従事者の育成に努める。  

（3）早期からの緩和医療を適切に実施し、より質の高い緩和医療の捷供ができる体制整備を図る  

ため、がん拠点病院を中心とした地域連携を推進する。  

（4）都拠点病院を中心に、相談支援センターの収集情報の標準化等を行うことなどで、相談の質  

の向上を図る。  

（5）都拠点病院を中心に、拠点病院の院内がん登録データの分析・評価を実施するとともに、拠  

1  
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点病院以外の医療機関における院内がん登録の実施及び収集体制の整備にも取り組み、地域が  

ん登録体制の構築を目指す。  

これら拠点病院を中心とした取組を効果的、効率的に実施するため、東京都では、都道府県がん  

診療連携拠点病院として2病院、地域がん診療連携拠点病院として12病院を推薦する。  

■都道府県がん診療連携拠点病院の推薦について   

東京都では、都道府県がん診療連携拠点病院として、東京都立駒込病院及び癌研究会有明病院を  

推薦する。  

（1）2病院を指定することの必要性   

都道府県がん診療連携拠点病院は、都道府県の中心的ながん診療機能を担うほか、地域がん診療  

連携拠点病院に対する専門的な研修の実施や診療支援、都道府県がん診療連携協議会の設置など指  

針に定められた様々な役割を担っていかなければならない。   

これら都道府県がん診療連携拠点病院としての役割に加え、①二次保健医療圏を越えた全都的な  

地域連携クリティかレバスの整備、②地域がん登録を見据えた院内がん登録の推進、③多様な医療  

機関の医師等に対する専門研修の実施など、東京都独自の取組を進めていくため、2病院の特性を  

活かし、効果的・効率的に推進していく必要がある。  

（2）各病院のこれまでの取組及び推薦理由  

①東京都立駒込病院について  

○昭和50年に再開院して以来、がん診療においては、我が国でも5指に入る有数の病院。  

○新入院がん患者数は、年間8，038人、手術件数は、年間1，986件と診療実績がある。  

○特に中央部門は手厚く配置、手術件数、内視鏡、放射線治療件数は全国有数。血液の移植では、   

日本一の件数。さらに、昭和50年に化学療法科を立ち上げるなど、これまで多くの患者を、適切  

な体制かつ最新の治療法で診断してきた。  

○地域がん診療連携拠点病院制度の発足当初から指定を受け、拠点病院としての取組を実鼠平成  

18年2月には全国に先駆け、独立した施設・組織としてがん患者相談情報センターを立ち上げる  

など、地域がん診療連携拠点病院としての役割を果たしてきた。  

○さらに、平成18年9月には、がん診療に関する地域との連携を推逐するため、都23区中央部と  

北部の全てを網羅する19医師会及び東京都医師会で構成される「がん診療地域連絡会」を設敵  

地域連携クリティカルパス、相談支援、緩和医療、研修、地域がん登録の5つの部会を中心に取り  
組んでいる。  

具体的には、地域連携クリティカルパスの試行・検証、相談部会における症例相談・困難事例相談  

の検証及び情報堤供体制の整備、地域を対象とする研修の充実を図るため、研修内容・研修体系の  

検討などに取り組んできた。  

○なお、PFI事業で改修を行う予定であり、緩和病棟についても平成23年度に22床設置する  

予定。  

②財団法人癌研究会有明病院について  

○財団法人癌研究会は、明治41年に設立された日本最初のがん専門機関。  

○昭和9年、研究所及び附属病院が、わが国初のがん専門施設として開設、本格的な研究を開始。  

2  
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以来、基礎研究、臨床研究が一体となった活動により、日本のがん研究と診療をリードしてきた。   

（研究所、癌化学療法センター、ゲノムセンター、健診センターが設置されている。）  

○新入院がん患者数は、年間11，120人、手術件数は、年間4，498件と診療実績がある。  

○全国のがんセンター及び国公立病院で組織する全国がん（成人病）センター協義会の加盟施設で   

あり、民間病院で加盟を許された日本唯一のがん専門病院として、がんの診断と治療の最高の医療   

技術を提供し続けるとともに、先進的ながんの臨床研究の推進に努めている。  

○緩和医療については、緩和ケア病棟及び外来を設置し、積極的な取組を行っている。  

○地域がん診療連携拠点病院としては、制度の発足当初から指定を受け、拠点病院としての取組を   

実施。特に、がん専門病院としての機能を活かし、専門医養成の短期研修を実施するなど、専門的   

ながん医療を担う人材育成に積極的に取り組んでおり、人材育成の指導的役割を担っている。   

以上から、両病院については、がん診療連携拠点病院の指定要件を充分満たしており、かつ、全国  

屈指の高度ながん医療を提供できる施設であるといえる。   

（3）2病院を指定することによる相乗効果   

両院はがん診療連携拠点病院の指定要件を充分満たしており、かつ、高度ながん医療を提供でき  

る施設であるとともに、これまで   

○ 駒込病院については、地域連携を中心とした取組   

○有明病院については、先駆的な緩和医療ゐ取組や積極的な人材育成の取組  

という点に力をいれ、それぞれ地域がん診療連携拠点病院として取り組んできている8   

両院の特性を活かしつつ連携することにより、拠点病院を中心とした取組が一層進むものと考え  

る。   

駒込病院が先駆的に取り組んできた「がん診療地域連絡会jを発展させ、都道府県がん診療連携  

協議会を設置することで、さらに具俸的な検討が進み、地域連携体制の♯築、情報提供体制の整備  

等が推進され、都におけるがん医療ネットワークの構築が図られる。特に、全都的な地域連携クリ  

ティカルパスの整備に向けた検討が期待できる。   

院内がん登録については、都では今後、拠点病院以外の医療機関における院内がん登録の実施及  

びそのデータ分析等を実施し、いずれは地域がん登録へつなげていきたいと考えている。そのため、  

地域がん登録を見据えた取組を行い、特定機能病院等様々な病院のデータを集約するには、都立病  

院という駒込病院の特性を活かし取り組むことが必要である。   

また、●人材育成については、高度専門医療、がん専門医の教育機能とともに、がんの早期発見な  

どかかりつけ医等の資質向上が求められるが、両院の取組や機能を汚かし、相互協力しなが．ら取り  

組むことで、効果的な人材育成が図れる。   

相談支援センタ∴については、センターに医師が配置されている事例が少ないなか、有明病院で  

は医師を配置し、医学的な相談や困難事例への対応など、他の地域がん拠点病院相談支援センター  

も含めた積極的な支援を行っている。また、駒込病院の「がん診療地域連絡会」において、相談支  

．援センターの情報共有化などの検討を進めることで、相談の質が向上する。   

さらに、緩和医療については、有明病院における積極的かつ先駆的な取組と、駒込病院の地域連  

携体制という視点での取組を活かすことで、都の緩和医療提供体制が大きく前進する。   

（4）2病院を指定することによる効率化   

東京都には、人口12，787，981人と日本の人口の約1割が居住しているとともに、高度な医療を  

提供できる病院から地域に密着した診療所まで、多様な規模・機能をもつ医療機蘭が全国で最も多  

いという、大都市特性があげられる。都道府県の中心的ながん診療機能を担うほか、地域がん診療  

.3 
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連携拠点病院に対する専門的な研修の実施や診療支援、都道府県がん診療連携協議会の設置など都  

道府県がん診療連携拠点病院の様々な役割を1・つの医療機関で担うことは大変国東であり、非効率  

といえる。   

駒込病院及び癌研有明病院のこれまでの優位性を活かし、2病院が連携し役割分担してカバーす  

ることにより、都道府県がん診療連携拠点病院としての機能が充実し、都民が期待するがん医療サ  

ービスを適切に提供できる。  

（5）まとめ   

以上から、都道府県がん診療連携拠点病院として、都立駒込病院と癌研究会有明病院の2病院を  

推薦する。  

駒込病院には、  

・都道府県がん診療連携協議会を設置し、院内がん登録データの収集・分析や地域連携の推進など、  

都におけるがん医療ネットワークの中心的役割を担う。  

癌研究会有明病院には、  

・高度な専門医療の提供を行うとともに、がん専門医等の教育機能やがん医療従事者の質の向上な   

ど、人材育成の指導的役割を担う。   

両院がそれぞれの特色を活かしつつ様々な取り組みを効果的、効率的に実施することにより、都  

におけるがん診療の推進を目指す。   



■地域がん診療連携拠点病院の推薦について  

1 各圏域における推薦状況について  

（1）区中央部医療圏1区東北部医療圏・区東部医療圏について  

【各圏域の特徴】   

区中央部医療圏は、千代田区、中央区、港区、文京区、台東区の5区から構成され、圏域人口718，488  

人、面積63．52kdという地域である。圏域内には病院が57施設、人口10万人当たりの病床数は  

2198．き床で東京都全域1042．4床の2．1倍となっており、他の圏域と比べて最も多い。都内12の特  

定機能病院のうち6病院がこの圏域にある。また、一般診療所数についても1，943施設あり、人口  

10万人当たりでは東京都全域を大きく上回り、他圏域と比較して最も多くなっている。また、人口  

10万人当たりの医療従事者数についても、医師が東京都全域の4．6倍であるのを始め、ほぼ全ての  

職種が他の圏域と比べ最も多いなど、医療施設が集中している圏域である。   

区東北部医療圏は、荒川区、足立区、葛飾区の3区から構成され、圏域人口1，254，269人、面積  

は98．24kr迂という地域である。病院は82施設あるが、人口10万人当たりの病院病床数は792．6  

床で、東京都全域1042．4床をかなり下回っている。一般診療所数は889施設あり、人口10万人当  

たりでは東京都全域を下回っている。   

区東部医療圏は、墨田区、江東区、江戸川区の3区から構成され、圏域人口1，338，879人、面積  

は103．41kniという地域である。病院は53施設あるが、人口10万人当たりの病院病床数が592．4  

床で、東京都全域1042．4床を大きく下回っている。－一般診療所数は926施設あるが、人口10万人  

当たりでは東京都全域を下回っている。  

【推薦に当たって】   

区中央部、区東北部及び区東部については、  

①区東北部及び区東部圏域内に指定要件を満たす医療機関がない（区東部は癌研究会有明病院を  

都道府県がん診療連携拠点病院として推薦したため。）。   

②受療状況をみると、区東北部及び区東部の患者の多くを区中央部が受け入れている（「平成17  

患者調査」より）。   

③区中央部には拠点病院として充分な機能を備える医療機関が多くある。  

以上から、以下の3病院を推薦し、3圏域を3つの病院でカバーすることとする。   

ただし、地域連携を推進するには役割分担が必要であることから、それぞれ担当する圏域を決め、  

拠点病院として活動することとする♭  

【推薦施設】   

区中央部・区東北部・区東部における地域がん診療連携拠点病院として、東京大学医学部附属病  

院、日本医科大学付属病院及び聖路加国際病院を推薦する。  

【東京大学医学部附属病院の推薦理由】  

・指定要件の必須要件及び都評価基準を整備していること。  

・新入院がん患者数：年間4，944人、手術件数‘：年間2，588件と診療実績があること。  

・緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟の設置など、緩和医療への積極的な取組があること。  

・地域医療連携部を設置し、地域連携について積極的な取組を行っていること。  

・医師の派遣や研修、公開セミナー等を通じて教育活動にも力を注いでいく意向があること。  
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地域分担については、東京大学医学部附属病院は区中央部の地域連携を推進する役割を担うこと   

とする。  

1日本医科大学付属病院の推薦理由】  

・指定要件の必須要件を整備していること。  

・新入院がん患者数：年間亀535人、手術件数：年間1，648件と診療実績があること。  

・緩和ケア診療加算の届出あり、彦和医療への積極的な取組があること。  

・相談支援センターについて、センター専任者と各病棟の専門看護師等が連携を取りながら対応し  

ていること、また患者会の連携もあること。   

地域分担については、日本医科大学附属病院の患者流入状況を見ると、区東北部からの受入れが  

多くあることから、区東北部の地域連携を推進する役割を担うこととする。  

【聖路加国際病院の推薦理由】  

・指定要件の必須要件及び都評価基準を整備していること。  

・新入院がん患者数：年間3，000人、手術件数＝年間1，243件と診療実演があること。  

・相談センターに5名配置し、専門医やがん専門看護師と連携しながら対応していること。  

・今後、オンコロジーセンターの設置や地域連携など、拠点病院として積極的に取り組む姿勢が伺   

えること。  

地域分担については、聖路加国際病院の患者流入状況を見ると、区東部からの受入れが多くある  

ことから、区東部の地域連携を推進する役割を担うこととする。  

（2）区南部医療圏について  

【圏域の特徴】   

区南部医療圏は、品川区、大田区の2区から韓成され、圏域人口1，030，101人、面積は82．18k  

ポという地域である。病院は46施設あるが、∧口10万人当たりの病床数が824．4床で、東京都全  

域1042．4床を下回っている。この圏域には、特定機能病院が2病院あり、圏域内の病院病床数の約  
2割を占めている。一般診療所数は996施設あり・、人口10万人当たりでは東京都全域を若干上回っ  

ている。  

【推薦施設】  

区南部における地域がん診療連携拠点病院として、NTT東日本関東病院を推薦する。  

【推薦理由】  

・指定要件の必須要件及び都評価基準を整備していること。  

・新入院がん患者数：年間も423人、手術件数こ年間1，165件と診療実溝があること。  

・これまで地域がん拠点病院として、相談支援センターの設置、院内がん登録の取組、地域連携パ  

スの整備等、積極的な取組実演があること。  

・緩和ケア病棟を設置し、地域連携など緩和医療の積極的な取組があること。  

（3）区西南部医療圏について  

【圏域の特徴】   

区西南部医療圏は、目黒区、世田谷区、渋谷区の3区から構成され、圏域人口1，330，054人、面  
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積は87．89kr迂という地域である。病院は56施設、人口10万人当たりの病院病床数は932．6床で  

東京都全域1042．4床に近い値となっている。一般診療所数は1，575施設あり、人口10万人当たり  

では東京都全域を上回っている。  

【推薦施設】   

区西南部における地域がん診療連携拠点病院として、日本赤十字社医療センターを推薦する。   

【推薦理由】  

・指定要件の必須要件及び都評価基準を整備していること。  

・新入院がん患者数：年間2，635人、手術件数：年間962件、放射藤：年間6，367件、化学療法：  

年間8，087件と診療実演があること。  

・これまで地域がん拠点病院として、相談支援センターの設置、院内がん登録等の取組実演がある   

こと。  

・緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟を設置し、地域連携など緩和医療の積極的な取組があること。  

（4）区西部医療圏について  

【圏域の特徴】   

区西部医療圏は、新宿区、中野区、杉並区の3区から構成され、圏域人口1，158，900人、面積は  

67．84kポという地域である。病院は45施設あり、人口10万人当たりの病院病床数は925．5床で、  

東京都全域1042．4床に近い値となっている。一般診療所数は1，444施設あり、人口10万人当たり  

では東京都全域を大きく上回っている。  

【推薦施設】   

区西部における地域がん診療連携拠点病院として、東京女子医科大学病院を推薦する。  

【推薦理由】  

・指定要件の必須要件及び都評価基準を整備していること。  

・新入院がん患者数：年間6，801人、手術件数：年間2，052件、化学療法：年間11，834件と診療実  

演があること。  

・地域連携について、地域医療連携室・在宅医療支援推進室・医療社会福祉塞が役割分担しつつ、  

地域連携や在宅医療推進、相談業務に積極的に取り組んでいること。  

・相談センターには6名を配置し、充実した取組を行っていること。  

・緩和ケアチーム、緩和ケア病棟を設置し、積極的な緩和医療に取り組んでいること。  

（5）区西北部医療圏について  

【圏域の特徴】   

区西北部医療圏は、豊島区、北区、板橋区、練馬区の4区から構成され、圏域人口1，820，ら09人  

と都内では最も多く、また面積は113．93kIぜと区部の中では最も広い圏域である。病院は102施設  

であり、人口10万人当たりの病院病床数は998．4床で、東京都全域1042．4床とほぼ同じである。  

一般診療所は1，595施設あり、人口10万人当たりでは東京都全域をやや下回っている。病院数、診  

療所数ともに都内で最も多い地域である。また、特定機能病院が2病院あり、圏域内の病院病床数  

の約1割を占めている。   



【推薦施設】   

区西部における地域がん診療連携拠点病院として、日本大学医学部附属疲橋病院及び帝京大学医  

学部附属病院を推薦する。  

【複数施設を推薦する理由】   

圏域内人口、医療機関数ともに最も多いこの圏域を1か所の医療機関が担当するのは、他の圏域  

と比致して大変負担が大きく、高度ながん医療を環供しつつ、患者や家族に対する相談支虚や地域  

連携を推進していくのは困難と考えられる。その冬め、2病院で拠点病院としての役割を果たして  

もらうことが必要である。   

推薦する日本大学医学部附属額橋病院と帝京大学医学部附属病院は、両院ともに特定機能病院で  

あり、高度ながん診療機能を備え、かつ教育技能も充実した施設である。また、緩和医療や相談支  

援についても前向きな姿勢が伺え、拠点病院としての役割を連携し取組むことで相乗効果が期待で  

きる。   

また、この圏域内の特徴として、板橋区内を東西放射状に貫く東武東上線と都営地下鉄三田線の  

2路線により、「板橋区西部・練馬区」チリアと「板橋区東部・北区・豊島区」エリアの2つのエリ  

アに患者の通院圏域が分かれている。両院の患者流入状況を見ても、交通機関による受療動向が何  

える。   

そのため、圏域内の患者動向を踏まえっつ地域分担しながら、2病院が相互に連携し、がん診療  

連携拠点病院としての役割を果たすことが求められていると考える。  

【日本大学医学部附属板橋病院の推薦理由】  

・指定要件の必須要件及び都評価基準を整備していること。特定機能病院の指定要件である腫瘍セ   

ンターも設置済みであること。  

・新入院がん患者数：年間3，822人、手術件数：年間1，451件と診療実績があること。  

・これまで地域がん拠点病院として、相談支援センターの設置、院内がん登録等の取組実績がある   

こと。  

・緩和医療について、援和ケアチームの設置や院独自マニュアルの作成など積極的な取組があるこ   

と。  

・相談支援センターについて、担当者23名の配置やアスベスト相談など、相談業務への積極的な取  

組が伺えること。  

【帝京大学医学部附属病院の推薦理由】  

・指定要件の必須要件及び都評価基準を整備していること。特定機能病院の指定要件である腫瘍セ   

ンターも設置済みであること。  

・新入暁がん患者数：年間3，320人、手術件数：年間915件と診療実績があること。  

・相談支援センターについては、腫瘍センター内に設置し、看護師やMSWの配置など行っている   

こと。  

・院内がん登録についても整備し、拠点病院としての取組に積極的な姿勢が伺えること。  

（6）西多摩医療圏について  

【圏域の特徴】   

西多摩医療圏は、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、桧原村、奥多摩町  

の4市3町1付から構成され、圏域人口398，046人、面積は572．71立山と都内で最も広い地域であ  

る。病院は29施設、人口10万人当たりの病院病床数は1652．1床で東京都全域1042．4床をかなり  

8  
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上回っている。病床の種類別では、一般病床は東京都全域を下回る一方、療養病床・精神病床につ  

いては大きく上回っている。一般診療所数は252施設で、人口10万人当たりで東京都全域を大き  

く下回っている。  

【推薦施設】   

西多摩における地域がん診療連携拠点病院として、青梅市立総合病院を推薦する。  

【推薦理由】  

・指定要件の必須要件及び都評価基準を整備していること。  

・新入院がん患者数：年間430人（確定診断のついたもののみ）、手術件数：年間755件と診療実  

演があること。また、放射線治療機器が2台あり、密封小泉源治療も対応できること。  

・地域の中核病院という位置付けとしての実廣があること。  

・これまで地域がん拠点病院として、相談支援センターの設置、院内がん登録等の取組実績がある  

こと。  

・緩和ケア診療加算の届出もあり、緩和医療への積極的取組が伺えること。  

（7）南多摩医療圏について  

【圏域の特徴】   

南多摩医療圏は、八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市の5市から構成され、圏域人口  

1，387，727人、面積は324．52k汀宕と都内で2番目に広い地域である。病院は80施設あり、人口10  

万人当たりの病院病床数は1287．5床で東京都全域1042．4床をかなり上回っている。病床の種類別  

では、・一般病床は東京都全域を下回る一方、療養病床・精神病床については大きく上回っている。  

一般診療所数は909施設あり、人口10万人当たりでも東京都全域を下回っている．  

【推薦施設】   

南多摩における地域がん診療連携拠点病院として、東京琴科大学八王子医療センターを推薦する。   

【推薦理由】  

・指定要件の必須要件及び都評価基準を整備してレ．、ること。（ただし院内がん登録10月実施）  

・新入院がん患者数：年間4，688人、手術件数：年間745件、化学療鼓：年間も730件と診療実旗が   

あること。  

・クリティカルパスについて、5大がん整備済みである。  

・キャンサーボード設置に向けた動きや外来化学療法室の増床予定など、更に充実した取組を行う  

姿勢が見られること。  

（8）北多摩西部・北多摩南部暮北多摩北部について  

【各圏域の特徴】   

北多摩西部圏域は6市から構成され、圏域人口は628，673人、面積は90．25kI遥である。病院は  

25施設、一般診療所は468施設で、人口10万人当たりの病床数は病院及び診療所ともに東京都全  

域を下回っている。   

北多摩南部圏域は6市から構成され、圏域人口979，734人、面積は95．82kdである。病院は47  

施設、一般診療所が801施設あり、そのうち特定株能病院が1病院ある。人口10万人当たりの病  

院病床数は東京都全域1042．4床をやや上回っている。一般診療所数は801施設あり、人口10万人  

当たりでは東京都全域を下回っている。  

9  
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北多摩北部は5布から構成され、圏域人口は714，077人、面積は76．59五試である。病院は44  

施設、一般診療所は453施設である。人口10万人当たりの病院病床数は東京都全域1042．4床を上  

回っている。一般診療所数は453施設あり、人口10万人当たりでは東京都全域を大きく下回って  

いる。  

3圏域を合計すると、人口2，322，484人、面積262．66kI迂である。  

【推薦に当たって】  

北多摩西部、北多摩南部及び北多摩北部については、   

①北多摩西部及び北多摩北部において、拠点病院として十分な診療機能がないなど、圏域内に推  

薦できる医療櫻関がないこと   

②北多摩南部に拠点病院として十分な機能を備える医療機関が2病院あること   

③患者流入状況を見ると、北多摩北部及び北多摩西部の患者を北多摩南部が受け入れていること   

などから、以下の2病院を推薦し、3圏域を2つの病院でカバーすることとする。  

【推薦施設】   

北多摩西部、北多摩南部及び北多摩北部の地域がん診療連携拠点病院として、武蔵野赤十字病院  

及び杏林大学医学部付属病院を推薦する。   

【武蔵野赤十字病院の推薦理由J  

・指定要件の必須要件及び都評価基準を整備していること。  

・新入院がん患者数：年間3，020人、手術件数：年間895件と診療実績があること。  

・これまで地域がん拠点病院として、相談支援センターの設置、院内がん登録等の取組実績がある   

こと。  

・相談センターについては、がん専門看護師を配置するなど、充実した相談体制が伺えること。  

・地域連携についても積極的な取組を行っており、今後も着実な取組が期待できること。   

【杏林大学医学部付属病院の推薦理由】  

・指定要件の必須要件及び都評価基準を整備していること。特定機能病院の指定要件である腫癌セ   

ンターも設置済みであること。  

・新入院がん患者数：年間3，221人、手術件数：年間2，339件と診療実績があること。  

・腫瘍センターについて、今後センター化し、予防・検診機能も加えた体制でがん医療に取り組む   

姿勢があること。  

ユ0   
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悪性新生物入院患者の受療状況（二次保健医療圏別）■  

区  
区   

北  北  北  

東  

中 ’  全  

国  
央 部  

区 西 蘭 部  区 ■  区 西 北 部  区 東 北 部  区  酉  南   多   多  多   
島  首  他 

南   酉  
部   部   部   

よ   圏   
県   

東京都   100  93．3   19．7  7．4  7．2  11．5  10．7  4．8  8．2  1．5  5．2  4．1  9．6   3．4  0．0  5，3  1．4   

区中央部   100  95．9  75．8  0．6  1．7■  8．8  4，3  1．0  3．4  0．4  2．7  1．4   

区南部   100  93．5   7．1  76．7  5．4  3．1  0．2  0．3  0．6  5．7  0．8   

区西南部   100  93．8  13．2  6．3  52，1  11．5  0．6  0．2  1．5  0．9  0．5  0．2  6．6   0．2    4．4  1．8   

区西部   100  95．5  14．2  1．5  7．9  59．7  2．0  4．3  0．3  0．5  0．6  3．7   0．8  2．0  2．5   

区西北部   100  94．8   16．0  0．3  2．2  12．5  57．8  0．9  1．9  0．3  1．1   1．6  4．2  1．0   

区東北部   100  94，1  ∴1ノ∴野・証  1．4  1．1  2．6  5．3  37．1  8．4  0．5  5．5  0，4   

区東部   100  93．9  こ二’▲＝こ24丼  1．1  2．4  5．3  1．6  2．7  55．6  0．2  0．3  4，3  1．8   

西多摩   100  96．0   1．4  1．0  1．2  4，8  1．2  57．6  3．0  18．1  7．7  3．2  0．7   

南多摩   100  80．1   3．8  0．3  4．2  1．3  0．4  0．3  54．7  4．2  11．0  18．6  1．3   

北多摩西部   100  96．6   4．8  0．4  1．0  7．3  1．7  1．9  0．8  1，8  52．4  22．2   2．5  1．8  1．6   

北多摩南部   100  95．5   8．4  0．3  3．5  6．1  1．4  1．8  71．2   2．8  1．6  2．9   

北多摩北部   100  92．6   10．3  0．5  8．2  2，1  2．1  1．3  15．5  52．7  7，1  0．3   

島 し ょ   100  93．3  39．0  4．1  29．0  7．4  5．1  8．7  6．7  

平成17年患者調査  
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がん診療連携拠点病院の取組（案）   

（1）地域連携体制の構築により、がん医療水準を高めます  

○駒込病院「がん診療地域連絡会・地域連携クリニカルパス部会」において、①胃切除フォローアップ・パス、（診大腸癌切除フオ  

現状   
ローアップ・パスについて検討。なお、胃切除フォローアップ㌧パスについては、平成19年8月頃より順次運用を開始  

○駒込病院のほかにも一部拠点病院において、地域連携クリティカルパスの整備を進めている。（NTで東日本関東病院、武蔵野赤  

十字病院等）   

目標   5大がんの地域連携クリティカルパスの整備   

①地域がん拠点病院が中心となり、5大がん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳がん）の地域連携クリティカルパスの整備  

を行う。  

取組の方向性        ②地域における取組をさらに推進させるため、都道府県がん診療連携拠点病院（駒込病院）が中心となり、都道府県がん診療連携  
協詩会において、全都的な地域連携クリティカルパスの整備を目指した検討を行う。   

（2）がん診療連携拠点病院の協力壱得て、緩和ケアに関する医療従事者の育成を行います】  

○東京都において、平成6年から医師及び看護職員等医療従事者向けの緩和ケア研修を実姉。  
現状  ・平成6年～平成18年までの受講した医師数‥1，717人  

l   ・平成19年度からは、研修内容を「初級編、中級編、上級編」に改編し、体系立てて実施   
目標   5年以内に都内すべてのがん診療に携わる医療従事者に緩和ケア研修を受冨茸させる。   

（1）都道府県がん拠点の取組（主に癌研究会有明病院）  

①東京都版共通カリキュラムの作成を行い、地域がん拠点病院等へ配布。東京都全域で統一した研修カリキュラムのもと、緩和  

ケア研修を実施する。  

②地域がん拠点病院等の医師、看護師、薬剤師などを対象とした専門研修を実施  

・実施規模：6ケ月間、医師2名・看護師2名・薬剤師2名  
取組の方向性  

④地域がん診療連携拠点病院が行う研修を／くックアップ（溝師、出張指導等）  

（2）地域がん拠点の取組  

東京都版共通カリキュラムをもとに、地域の医療機関やかかりつけ医、コメディカルを対象とした研修を実施  

・実施規模：1日×年2回  



（3）がん診療連携拠点病院の協力を得て、放射線療法・化学療法など医療従事者の育成を行います。  

実横なし  

（1）都道府県がん拠点の取組（主に癌研究会有明病院）  

①東京都版共通カリキュラムの作成を行い、地域がん拠点病院等へ配布  

〈診地域がん診按連携拠点病院等の医師、看護師、薬剤師などを対象とした専門研修を実施   

・実施規模：6ケ月間、医師2名・看護師2名・薬剤師2名  

③医師向け研修会を実施   

・実施規模：9コース×4日間×年2匡l、／定員20名   

・9‘コース：放射線療法、化学凍法、緩和医療、呼吸器、消化券、乳腺、精神腫瘍、前立腺、血液腫渉）  

④コメディカル向け研修会   

・実施規模：3コース×4日間×年3臥 定見20名  

・3 

⑤地域がん診療連携拠点病院が行う研修をバックアップ（講師、出張指導等）   

（2）地域がん拠点の取組  

東京都版共通カリキュラム草もとに、地域の医療機関やかかりつけ医を対象とした研修を実施   

・実施規模：1日×年2回、定点  

取組の方向性  

ノ1  

（4）都道府県がん診療連携拠点病院が中心となり、相談支援センターの箪の向上を図ります。   

駒込病院の「がん診療地域連絡会・相談支援部会」において、症例相談・診断困難例相談体制の整備、地域の医療機関デ岬夕べ  
ースの作成、セカンドオピニオン医師及び病院検索データベースの作成など取組を進めている。  

都道府県がん診療連携拠点が中心となり（主に駒込病院）、都道府県がん診療連携協議会において検討を行い、相釈支援センター  

の質の向上に向け取組を推進する。   

①地域におけ雪がん診療連携体制等のがん医療に関する情報交換   

・医療機関データベース等の拡充   

②相談支壌センターが収集する情報の標準化   

・各相談支援センターが提供する情報の統一化   

③ 相談支援センター相談員を対象とした研修会の実施   

・症例相談・診断困難例和歌などの検討会   

取組の方向性  



し5）都内におけるがん登録を推進します  

現状   拠点病院において院内がん登録を実施。都では地域がん登録は未実施。   

目標   
地域がん登録を視野に、がん診療連携拠点病院の院外がん登鉄の取組からはじめて、3つのステップを経て、都内におけ  

るがん登録を推進する。   

0．3つのステップを経て、がん登録を推進する。  

第1ステップ  

がん診療連携拠点病院が実施している院内がん登録データを都道府県がん診療連携拠点病院（駒込病院）において集約  

し、質の管理・分析・評価を行う。  
第2ステップ  

取組の方向性  
がん診療連携拠点病院以外の病院での院内がん登録を推進し、データの収集、質の管理・分析・評価を行う。この取  

組をできるだけ拡大し、多数の医横磯関の協力による院内がん登録を実施していく。  
第3ステップ  

院内がん登録をできるだけ拡大したうえで、地域がん登録へとつなげていく。  

○がん登録推進のため、「東京都がん登録推進検討会」の設置し、院内がん登録実施機関の拡大、院内がん登録データの収集方牡、 
データの精度管理等の検討を行う。  
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【様式1】  

滋健支第 177  号  
平成19年（2007年）10月26日  

■厚生労働大臣  

舛添要一 様  

l
V
 
 
 
 
紀
 
 
つ
 
 
 

滋賀県知事  

がん診療連携拠点病院の新規指定（指定更新）に係る推薦に  

標記について、がん診療連携拠点病院の整備に関する指針（平成18年2月1日健発  

第0201004号）に基づき、推薦意見書及び2次医療圏の概要並びに推薦書を添付  
の上」下記の医療機関を推薦します。  

記  

都道府県がん診療連携拠点病院  

滋賀県立成人病センター（新規指定）  

平成14年8月13日に「地域がん診療拠点病院」に指定されてV 

るが、今回「都道府県がん診療連携拠点病院」として新規指定申請  

を行う。  

滋賀医科大学医学部附属病院（新規指定）  

地域がん診療連携拠点病院  

大津赤十字病院（指定更新）  

公立甲賀病院（新規指定）  

市立長浜病院（指定更新）  
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（様式2）  

滋賀県2次医療圏の概要  

（平成19年4月1日現在）   

がん 
医療周偏  面積（kボ）  人口  人口割合tIも）  人口密度  病院数  診療連携拠点    辟院  t十        既指定病院た  一回椎暮病院  

大津   き7408  ユ2‘；318  235  872．4   1¢   2く1〉  2   

湖南  2D668  80852－  之21  1ヰ83．1   14   1く1）  

甲賀  65218  148977  10．7  269．8   8  

東近江  64t；78  234659  16．9  362．8   12  

湖東  2934丁  153898  111   5之ヰ．ヰ   4  

湖北  76乙58  165．d73  1†．9  216，5   ヰ   1く1〉  

高島  51188  532已3  88   104．l   ●3  
計  8糾7111388705   100  41ヰ，9   61   3   5（1）く之〉  5   

珪1）「人口割合J凱土．県全体の人口に対する桝ごとの割合を妃入すること・  
注2）「人口密山勘ま、各匡醐ごとに・人口／面恥ボ）｛小数点以下翫位四捨五入）Iニより買出した散  
翫）鳩院凱榊仕、拠点痛陪以外の郎（診肺は併・）も含めた数を記入すること・  
温小一今回椎王病除数J囁は地域がん診療連携拠点病院を都道府県がん診療蓮如点病院へ指定変更す  

指定更新のヰ合にはく〉書きで、内数を示すこと・  
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推 薦 意 見 書  

1都道府県がん診療連携拠点病院について   

がんの専門的医療提供を果たしている滋賀県立成人病センターと特定機能病院として  

専門的な医療を提供している滋賀医科大学医学部附属病匪の両病院を均てん化のための  

先導的機関として位置づけ、両病院の優れた機能を十分に生かし、連携による相乗効呆  

をあげることが、滋賀県におけるがん医療の均てん化に非常に有効であると考える。従  
って、滋賀県における総合的ながん対策の推進および高度で専門的ながん医療提供体制  

の充実強化を推進することをめぎして、2病院を椎茸する。   

1）滋賀県立成人病センター  

○滋賀県における成人病対策を推進するた捌こ昭和45年12月に集団検診をメインに   

検診ベッド30床を有する成人病センターとして業務を開始して以来、昭和50年か   
ら消化器科・循環罪科などの5診療科で外来診療を開始し、昭和51年から順次整備   
を進め、診療機能の充実を図ってきた。平成13年（2001年）に救急告示病院指   
定、平成14年（2002年）に病院機能評価認定病院の指定、さらに同年に臨床研   
修病院の指定を受ける。平成15年1月より、許可病床数541床20診療科となり、   

現在に至っている。  

○昭和45年の開設当初からがんに対する取り組みは積極的であり、予防活動および医   
療め中心的機関の役割を果たしてきた。なかでも、地域がん登録は運用の開始当初の   

昭和45年から成人病センター医師が永年関わり、高い精度が維持されてきた。また、   
院内がん登録については、平成元年から実施している。  

○成人病センターは、平成14年（2002年）8月13日．に県下で最初の地域がん診   

療拠点病暁に指定され、現在に至っている。  
○平成11年に研究所を開設し、「がん研究部門」「神経病態研究部門」「循環病態研究   

部門」「遺伝子研究部門」「画像研究部門」の5つの部門がある。「がん研究部門」で   
は、発癌転移機構、遺伝子診断と治療、高度な臨床検査と制癌について研究している。   
「画像研究部門」において、平成11年9月からP声T（ポジトロンCT）を、設置   

し、がんの診断に大きな役割を果たしているところである。今後は、がん登録を中   

心として疫学的研究を広く実施していく予定をしている。  

○平成15年に緩和ケア病棟20床を整備し、初期がんから終末期までの一貫した治療   

ケアを実施するとともに研修医、看護研修の取り組みも始まっている。さらに、県に   
おいて、在宅ホスピス推進のため、平成19年度から「在宅ホスピスモデル事業」を   

実施しているが、成人病センターが中心的役割を担っている。また、平成19年9月   

に「滋賀県在宅ホスピス緩和ケア研究会」が設立されたが、その設立・運営において、   

成人病センターが大きな役割を果たしている。  

○院内に「がん診療委員会」を組織し、がん化学療法の標準化や地域医療従事者等を対   
象とした研修会の開催、がん情報を掲載したホームページの充実に取り組んでいる。  

○平成19年4月に相談支援センターを設置した。がん情報コーナーも設置しているが、   

患者会と連携しての運営をしており、今後も患者会とより連携した取り組みを計画し   
ている。  
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○全国のがん治療の中心的施設で構成する「全国がんセンター協議会」の加盟病院であ   

り、全国におけるがん対策の情報をはじめ、新しい知見の収集に努め、県下への情報   

提供の実盾は大きい。この協議会に、今後とも継続して加盟の予定であり、県下のが   

ん医療関係病院等への支援が期待できる。  

○がんの2次予防では、敦賀県の設置する「生活習慣病検診管理指導協萬会Jの各がん   

部会に参画し、がん検診の精度管理にも貢献している。  

○文部科学省所轄の平成■19年度「がんプロフェッショナル養成プラン」において、京   

都大学が申請担当大学、三重大学・滋賀医科大学・大阪医科大学が共同申請大学とな   

った「高度がん医療を先導する人材育成拠点の形成」が採択され、チーム医療を基盤   

とした最先端のがん医療実践の中で、臨床研究を先導できる高度ながん専門職育成を   

目指しているところであるが、成人病センターはこのプランの協力病院となっている  

○指定された後は、早い時期に「都道府県がん診療連携協議会」を設直することとし、   

県内のがん医療の調整等をはじめ、地域に対する支援の役割が大きいが、行政要素が  

■ 大きい協議会の運営は、「県立病院」である成人病センターが担うことで行政とのスム   

ーズな連携をはかり、がん対策の推進が図れる。   

2）滋賀医科大学医学部附属病院  

○鞍賀医科大学は、地域の特性を生かしつつ、特色のある医学・看護学の教育・研究に   

より、信頼される医療人を育成すること、さらに世界に情報を発信する研究者を育成   

することにより、人類の健康、医療、福祉の向上と発展に貢献することを理念とし■、   

昭和49年10月に関学した。また、滋賀医科大学医学部附属病院は、医学部の附属   

病院として、「先進医療の実践」rすぐれた医療人の育成」r新しい医療技術の開発」   

を目的に、昭和53年10月に320床を有する病院として開院し、現在では、60   

8床を有し、25診療科による診療を実施している。現在は、滋賀県内の病院の95   

％が関連病院である。また、県内の従事医師の約40％が滋賀医科大学医学部の出身で   

ある。  

○平成7年2月に「特定機能病院」として承認され、高度の医療の提供、地域医療機関   

との密接な機能連係や機能分担の推進、高度の医療技術の開発、また地域の病院や診   
療所と連携して診療を実施している。  

○平成14年4月に、卒後臨床研修センターを設置し、医師の卒後の教育にも非常に力   

を入れている。  

○がんに対する取り組みは、開設当初から、5大がんをはじめ、小児がん・稀少がん・   

＃治がんなどすべてのがんへの治療・治療技術の開発などに精力的に取り組み、幅広   

い実績を有している。   

平成17年4月には、質が高く安全な化学療法の実践のため化学療法部を設置した。   

平成19年4月には、がんの治療の高度化および均てん化をめざして、近畿圏ではじ   

めて「腫瘍センター」を設置し、全科をあげ、横断的に、迅速かつ適切な診断・治療、   

ケアを含めた対応が可能となった。   

がんに関する先進医療では、「樹状細胞と腫瘍抗原ペプチドを用いたがんワクチン療法J  

「抗がん剤感受性試験（CD－DST法）」「強度変調放射線治療」の3つが承認をうけており、  
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治療効果をあげているところである。   

平成19年6月には、リンパ浮塵外来を開設し、医療と看護が連携して、患者の負担   

軽減につとめ、実績をあげている。また、がんに関する看護相談については、WOC   

認定看護師によるWOC相談、ホスピスケア認定看護師によるがん療養相談を実施し   

ており、相談‘は増加している。   

また、がんの2次予防では、滋賀県の設置する「生活習慣病検診管理指導協議会」の   
各がん部会に協力し、がん検診の精度管理にも貢献している。  

○緩和ケアについては、現在は緩和ケア病棟はないが、精神腫瘍医が中心となった緩和   

ケアチームが積極的に活動している。  

○がんに関する研修・公開カンファレンス等は、地域の医師だけでなく医療従事者全般   

を対象とし、広く頻繁に実施する．ことで、地域のがん医療の均てん化につと．めてきた   
ところである。さらに、文部科学省所轄の平成19年度「がんプロフェッショナル養   

成プラン」において、京都大学が申請 担当大学、三重大学・滋賀医科大学・大阪医   

科大学が共同申請大学となった「高度がん医療を先導する人材育成拠点の形成」が採   

択され、チーム医療を基盤とした最先端ぁがん医療実践の中で、臨床研究を先導でき   
る高度ながん専門職育成を目指しているところである。  

○指定された後は、研修・公開カンファレンスのより頻繁な実施や、医師派遣、診療支   

援等を通して地域のがん医療の均てん化につとめ、成人病センタいと一体となり、県   

行政とも連携をはかりながら総合的ながん対策の推進がはかれる。  

以上から2病院は都道府県がん診療連携拠点病院としての要件を十分満たしており滋  

賀県のより高度ながん診療連携体制を構築するためには欠くことのできない施設である。   

また、両病院の、それぞれの優れた機能を最大限有効に活用し、連携する事により、  

滋賀県のがん医療の均てん化が図れるものと判断する。  

まとめ  

○胃がん・大腸がんおよび肝臓がんなどの消化器がん、肺がん、乳がんなどのがんは県   
立成人病センターが、血液腫瘍、・小児がんや稀少ながん、さらには地域の拠点病院で   
は対応できない症例については滋賀医科大学が専門医師の派遣や診療支援によりがん   

診療の質の向上を図り、緩和ケアについては専門医師や病棟をもつ県立成人病センタ   

ーが県内におけるリーダー的役割を担うことでがん医療の水準の向上を因っていくこ   

とができる。   

○県内医療機関における院内がん登録の整備をすすめるために、成人病センターにおい   

て、院内がん登録の研修や疫学情報の収集と発信を推進する。   

○地域の従事者への研修および連携のツールである地域連痍クリティカルパスの作成と  

活用にあっては滋賀医科大学医学部附属病院が成人病センターや各地域がん診療連携  

病院と役割分担して作成の上で、利活用に関する評価を連携拠点病院連絡協議会で行   

うことでがん患者のQOLの向上を図ることができる。  
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○がん診療連携拠点病院連絡協議会の運営については、県との事務的調整や連携が必要   

なことも勘案し、成人病センターに整備し、県内の調整的役割を担う。  

以上のとおり2病院はがん診療連携病院としての指定要件を充足していることはもち  

ろんのこと、本県の地域事情、連携機能の分担さらには2痛院の設置主体に応じた特性  

をふまえ、相互の機能を有効括用しつつ、都道府県がん診療拠点病院を2施設俸制で担  
う必要があり、相乗効果も期待できると考える。  

2 地域がん診療連携拠点病院について   

県内には、7医療圏域（大津、湖南、甲賀、東準江、湖東、湖北、高島）があるが、  
大津医療圏域では大津赤十字病院が、湖南医療圏域では滋賀県立成人病センターが、湖  
北医療圏域では市立長浜病院が指定されている。   

今回は、大津医療圏域の指定更新申請の大津赤十字病院、甲賀医療圏域の新規指定申  
請の公立甲賀病院、湖北医療圏の指定更新申請の市立長浜病院について、推薦する。今  

回推薦する3病院は、本県のがん対策の医療連携体制を構築する上で、今後とも中核と  
なる医療機関である。   

なお、保健医療計画の中で、地域がん診療連携拠点病院について2次医療圏域に1カ  

所程度の整備が必要と位置づける方向で考えていることから、未指定圏域についても、  

今後整備がすすめられるよう調整していく方針である。   

1）大津医療圏域  

＜大津赤十字病院＞ 指定更新申請  

○明治37年4月1日に開設し、県下で一番歴史の古い病院である。本県の医療が乏し   

い時代から、特に滋賀県の政策医療（救急医療、母子医療）を担ってきた歴史がある。  

○県下一の病床数がある。  

○以前から、各科がん診療、がん化学療汝、血牧がんに対する無菌室治療並びに末梢肝   

細胞移植などの治療に積極的に取り組み、平成15年8月26日に県下で2番目に地   

域がん診療拠点病院の指定を受け、拠点病院としての診療機能・地域連携などで実績   
をうんできたところである。  

○放射線治療件数、化学療法件数および5大がんの手術件数については、県下で一番多   

い。  

○平成15年6月26日に地域医療支援病院の承認を受け、特に紹介、逆紹介を推進し、   
地域との嘩携を推進しているところである。  

○指定要件を充足している。  
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2）甲賀医療圏域  

＜公立甲賀病院＞  新規指定申請  

○昭和35年10月15日に開設し、病院・診療所との連携を密にし、特に救急医療、   

疾痛予防、在宅医療などの地域医療に貢献し、地域の中核病院として多くの役割を果   
たしている。  

○他圏域および隣接する三重県からの患者も多く、地理的にも患者のアクセスのよい場   

所に位置している。  

○がんに関しては、特に予防に力を入れており、大腸がん検診のスクリーニングについ   

ては、昭和58年から県下初のモデルケースとして開始し、マンモグラフィ併用乳が   

ん検診については、平成11年から県下で初めて開始した。  

○今年度、指定要件が充足されたため、推薦にいたったところであろ。なお、甲賀医療   

圏域で、放射線治療が可能な病院は公立甲賀病院だけであり、拠点病院の役割を果た   

すこ・とが期待できる。  

○指定要件を充足している。   

3）湖北医療圏域  

＜市立長浜病院＞  指定更新申請  

○昭和16年6月25日に開設し、地域に密着した医療に貢献し、高度医療に対応する   

とともに、．健診センターの充実、NICUやICU、CCU、救急部門、開放型病室  

など地域に密着した先進的医療施設を積極的に整備してきた。  

○平成17年1月17日に県下で3番目に地域がん診療拠点病院の指定を受け、拠点病   

院としての診療機能、地域連携などで実績を積んできたところである。  

○平成11年度から院内がん登録を実施しているが、不明率が3．2％であり、今年度   
は3年生存率を算出し、ホームページに公開している。今後は5年生存率も算出して   

いく予定である。  

○在宅療養支援診療所とより密接な連携を行い、在宅療養を円滑にすすめることを目的   

に「在宅療華患者急変時対応システム」（平成18年度ヤ）を実施するなど、在宅医   

療の推進をすすめているところである。  
○指定要件を充足している。  
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陪お憾魔が彪  診療連携熟慮病院戯  図1   

都道府県がん診療連携拠点病院  

の枚能の充実により、がん医療  

の均てん化を強力に推進  

2病院による「両輪体制Jで  
地域がん診展連携地点病院  

を支援  

▲†  
［湖東圏域］  ［東近江圏域  

地域がん診療連携拠点病院   
［大津赤十字病院］   

地域がん診療連携拠点病院   

［公立甲賀病院］  

地域がん診療連携拠点病院  
［市立長浜病院］  

滋賀届料大学  

医学部附属南隣  

【重点分野】  

●小児がん、稀少ながん、地域の   

拠点病院で対応できない症例に   

対する高度な治療  

●放射線治療  ●人材育成  

●医師派遣■診療支援   

都道府県がん診療連携拠点病院  

成人病センター  

【重点分野】  

●我が国に多いがん（肺、胃、肝、大腸、   

乳など）の進行がんの標準的治療、   

集学的治療  

●緩和ケア  ●化学療法  

●がん登録  
【共通分野】  

●教育・研修 ●地域連携  
●情報提供  ●相談支援  
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荘賓県の鮎対策蛎向性こ怨  

がんの死亡（H17）  

●がんによる死亡者の減少  

（75歳未満の年齢調整死亡率の20％減少）  

●すべてのがん患者およぴその家族の苦痛の蛭減  

ならびに療養生活の質の維持向上  

●死亡者 3．144人、全死因の30．1％   

40－74．歳の死亡者1．498人  

（うち五大がん901人）  

●男性の肺がん、女性の胃がんの   

年齢調整死亡率が全国より高い  

●科学的根拠に基づくがん対策の推進  

●がんによる死亡者の減少   

（75歳未満の年齢調整死亡率の20％減少（300人）  

5大がんの75歳末満の年齢調整死亡率20％減少（柑0人））  

●すべてのがん患者およびその家族の苦痛の軽減  

ならびに療養生活の質の維持向上  

閉講駅訳旧聞3且p鬼  

●部位別年齢調整確患率   

男性の肺は全国より高く、女性の膵臓・   

子宮はやや高い傾向にある。  

－
ふ
∽
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役割分担と取り組み案  

（図2－1，2－2）  

専門的ながん診療（詳細は囲1参照）  

●都道府県がん診療連携拠点病院の   

指定：   

2病院にて医療の均てん化を強力に   

推進  

●地域がん診療連携拠点病院の   

指定：   

2次医療圏1カ所程度  

●緩和ケア  

●放射線療法・化学療法  

●がん登録  

●診療支援 ●相談支援  

●在宅医療 ●人材育成  

●両輪体制の強化  

●連携推進  

診療連携による在宅支援等の充実および強化  

地域がん登録の充実   



図2－1  

放射線轟駄  

●  

・化学涛法．   



図2－2  

両輪体制  

の強化   
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（様式1）  

19健第2 7 6 4号  
平成19年10月24日  

だ上等■と；∴■7r㌔  

；－ 
丁 

福岡県知 

鞋Lヰご妄，・一エーづ                                                                                 ‾れ 障三ぎ                                                                                                             「・－－・・－－－－．⊥ニニ＝ニコー′  
がん診療連携拠点病院の新規指定（指定更新）に係る推賞について  

標記について、がん診療連携拠点病院の整備に関する指針（平成18年2月1日健発第0  

201004号）に基づき、推薦書見書及び2次医療圏の概要並びに推薦書を添付の上、下  

記の医療機関を推薦します。  
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（様式2）  

福岡県 2次医療圏の概要  

1．圏域図  

2＿概要  

（平成19年10月24日現在）  

面詰（kn†）  
人口割合（％）  人口密度   

病院数  がん診療連携拠点病院  
医療圏名  

（H7．10．1）   （H19．9．り          既指定病院数  今回推薦病院  計   
福岡・糸島   556．72  1，525．335   30．1  2．739．86   125   5（1）   5   

粕屋 206．72  265．563   5．2  1．284．65   26   1＜1＞   

宗像   172．36  149．965   3．0  870．07   14  

筑紫   233．36  417，020   8．2  1．78丁．02   28  

甘木・朝倉   365．84  89，965   1．8  245．91   9  

久留米   467．76  464．393   9．2  992．8D   49   2＜1＞   2   

八女・筑後   562．29  †39．971   2．8  248二93   13   1＜1＞   

有明   263．57  243，047   4．8  ・922．13   34   1＜1＞   

飯塚   369．ユ8  191．060   3．8  517．25   22   1＜1＞   

直方・鞍手   251．53  114．890   2．3  456．76   13  

田川   363，65  138．13＄   乞7  379．86   16   1＜1＞   

北九州   596．74  1．130．528   22．3  †，89も51   105   ユ＜1＞   3   

京葉   566．2D  19D．086   3．8  335．72   17  

計   4976．12  5．D59．959   10D．0  471   8   15（1）＜7＞  15   

注1）「人口割合」欄は、県全体の人口に対する圏域ごとの割合を記入すること。  

注2）「人口密度」掃は、各医療圏ごとに、人口／面積（kボ）（小数点以下貫2位日給五入）により算出した数値を記入すること。  

注3）「病院数」欄は、拠点病院以外の病院（診療所は除く。）も含めた致を記入すること。  

注4）「今回推薦病院数」欄は地域がん診療連携拠点病院を都道府県がん診療連携拠点病院へ措定変更する場合には（）書きで、  
指定更新の場合にはく〉書きで、内数を示すこと。  

＄¢  
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福岡県におけるがん診療連携拠点病院の整備について  

1．指定状況・㍍   

平成14年以降、がん診療連携拠点病院（以下「拠点病院」という。）の整備を始め、  
現在8病院が指定されている。  

2．今後の方妄十（婁）   

（1）県拠点病院の設置  

以下の機能を重視して整備する。  

・連携、調整機能  

・がん登録の推進機能  

・教育、研修機能  

県内 2ケ所  

（2）地域拠点病院の設置  

県内を4ブロックに分け、概ね50万人程度を目安に1カ所整備する。  
また、ブロック内の二次医療圏数も目安に整備する。  

ブロック   人口   ニ次医療圏数   整備数   

北九州   約132万人   2   3   

福 岡   約236万人   4   4   

約44万人   3   2   

筑 後   約94万人   4   4   

計 13ケ所  

（理由）  

・受療動向を見ると、患者は二次医療圏の範囲を超え、ブロック（北九州、福岡、．筑豊、   
筑後の4圏域）内で受癒しており、フロックを超えた受療は少ないこと。  

・全国の地域拠点病院の指定状況は、平均すると人口約50万人に1カ所程度であること【  
・がん医療の均てん化が必要であること。  

ー53一   
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福岡県における県がん診療連携拠点病院の推薦について  

本県の総合的かつ計画的ながん対策の推進のために、九州がんセンターと九州大学病院の2病院を  

推薦する。▲   

1＿県がん診療連携拠点病院に2病院を推薦する理由   

福岡具におけるがん医療は、県外からの患者の流入も認められることから、九州全域を網羅する必  

要があるといっても過言ではない。そのため、より高度で広範囲ながん医療の提供が求められる。   

両病院とも、県がん診療連携拠点病院としての要件を充分満たしているが、がん診療情報ネットワ  

ークやがん登録については九州がんセンターがより優れた棟能を持っている。一方、高度で専門的な  

がん医療の提供や専門医師の育成等には、大学病院の主体的関与が必須であり、福岡県では、県内4  
大学が「九州がんプロフエツショナル妻成プラン」として、共同で実施することとなっており、九州  

大学病院は、その代表として、他の3大学病院から推薦を受けているd   

現在、がん対策やがん医療に対する県内の医療楼閲の関心は非常に高まっており、今年度のがん診  

療連携拠点病院指定を希望する病院も多かった。このような状況の中、県内のがん医療を牽引し、医  

療機関間のネットワークを構築するためには、九州がんセンターと3大学病院の推薦を受けた九州大  

学病院が互いに協力し合い、先駆的・指導的役割を果たしていくことが必要不可欠である。   

以上のように、福岡県における県がん診療連携拠点病院指定については、この2病院共に選定する  

ことにより、県内の機能が最大限に活用することが可能となり、地域のがん医療提供体制の充実を図  

ることができる。  

九州がんセンター   九州大学病院   

・新入院がん患者数   ・新入院がん患者数  
診療実績  

5，142人（全入焼の90．1％）   6，860人（全入院の37．ア％）   

・県「がんに関わる看護師の育成研修」の受託   ・文部科学省「九州がんプロフ  
教育・  

・九州がん懇話会（Hlア～）   ェッショナル養成プラン」の  
研修棟能  

申請大学   

・院内がん登録（S47～）   ・院内がん登録（H19．1月～）  

絵筆録腫瘍数36，642腫瘍  
がん登録  

登録対象者致1．6DD～2，000腫瘍／年  

・院内がん登録ブロック別研修開催   

・がん政策医療ネットワークの九州基幹病院（Hll～）  

・全国がん（成人病）センター協議会加盟  

診療情報  
ネットワ  

イカルカンファランス（全国16ケ所のがん寺門施設を  
－ク  

結んだテレビ会議システム）  

・九州・山口小児がん研究グループ事務局   

・県内唯一のがん医療に特化した病院   ・特定権能病院  

・腫瘍バンク（H9～）   ・県内3大学病院からの推薦  
備考  

生体試料の採取・蓄積・電子化管理  

・地域がん診療連携拠点病院指定（H14．8月～）   

2  
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2．役割分担  

九州がんセンター  

県内地域拠点病院間の連携調整樫能及び国立がんセンターと連携したがん診療情報ネットワーク構  

成  

県がん診療連携協議会の運営  

がん登録の推進   

地域拠点病院における登録の集約   

分析、評価による賃の管理  

綬和ケアの推進   

地域共通の緩和ケア依頼書（紹介元と紹介先機関の情報共有シート）の開発普及（別紙1）   

九州大学病院   

他の3大学病院（福岡大学病院、久留米大学病院、産業医科大学病院）と連携した地域がん診療連  

携拠点病院に対する診療支援機能  

大学と共同したがん専門医療従事者（医臥看護師、薬剤師等）の養成（別紙2）   

九州がんプロフェッショナル養成プラン  

がん専門医療従事者を対象とした研修（別紙3）  

〔 

九大病院美濃 平成18年度 のべ約4778名  

うち地域がん診療連携拠点病院医師 のベ164名  

地域がん診療連携拠点病院に対するがん診療支援医師の派遣（別紙4）  

〔九大病院実績4病院計194名〕  

地域がん診療連携拠点病院に対する情報提供、症例相談（別紙5）  

がんに関する臨床研究の推進  
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福岡県における地域がん診療連携拠点病院の推薦について  

本県の地域がん診療連携拠点病院として、下記13病院を推薦する。  

病院   更新・新規   

北九州市立医療センター   更新   

九州厚生年金病院   新規   

産業医科大学病院   新規   

九州医療センター   新規   

済生会福岡総合病院   新規   

福岡大学病院   新規   

福岡東医療センター   更新   

飯塚病院   更新   

社会保険田川病院   更新   

久留米大学病院   更新   

雪の聖母会聖マリア病院   新規   

公立八女総合病院   更新   

大牟田市立総合病院   更新   

1．選定に係る基本的な考え方   

福岡県内在住のがん患者の受療動向を見ると、患者は二次医療圏の範囲を超え、ブロック（北九州、  

福岡、筑豊、筑後の4圏域）内で受療しており、ブロックを超えた受療は少ないこと、また指定要件  
を満たす病院がない二次医療圏があることから、選定については、ニ次医療圏単位を念頭に置きつつ、  

基本的にはブロック単位という観点で選定する。   

選定数については、全国の地域拠点病院の指定状況を見ると、平均して人口約50万人に1ケ所程  

度となっていることから、ブロック別に概ね50万人に1ケ所を目安とし、さらに均てん化を図るた  

め各ブロック内の二次医療寓数も考慮し、結果として下記のとおりとする。  

ブロック   人口   ニ次医療圏数   整備数   

北九州   約132万人   2   3   

福岡   約236万人   4   4   

筑豊   約44万人  3   2   

筑後   約94万人   4   4   

計   約506万人   13   13   

金  
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2．選定   

（1）1次選定（二次医療圏に1病院）  

二次医療圏内に、指定要件を禾たした病院が1つだけの場合は、その病院を選定する。複数あ  

る場合には、別紙評価項目により各病院を点数評価し、その結果を参考に総合的に判断し、最も  

評価が高い病院を選定する。  

ブロック   ニ次医療圏   病院   

北九州   北九州   北九州市立医療センター   

福岡   
福岡・糸島   九州医療センター  

粕屋   福岡東医療センター   

筑豊   
飯塚   飯塚病院  

田川   社会保険田川病院   

久留米   久留米大学病院  

筑後  八女・筑後   公立八女総合病院  

有明   大牟田市立総合病院   

（2）2次選定（ブロック単位の整備数に対して不足致を追加）   

1次選定の結実、整備数を満たさないブロックについては、上記と同様に行った評価の高い方   

から順に、不足数分を選定する。（北九州ブロック 残り2、福岡ブロック 残リ2、筑後ブロ   

ック 残リ1）  

ブロック   二次医療圏   病院   

北九州   北九州   
産業医科大学病院  

九州厚生年金病院   

福岡   福岡・糸島   
福岡大学病院 

済生会福岡総合病院   

筑後   久留米   雪の聖母会聖マリア病院   

－57－   
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（3）二次医療圏別割りつけ  

推薦する13病院の二次医療圏別の剖りつけを下記のとおりとする。ただし、この剖りつけは、   

病院の立地場所等を考慮したものであるが、がん患者の童療動向が二次医療圏内で収まっていな   

いことから、一応の目安とする。  

ブロック   二次医療圏   病院   

（遠賀・中間）   
産業医科大学病院  

北九州  北九州  九州厚生年金病院  

北九州市立医療センター  

京葉   

（糸島）   

・九州医療センター  

福岡・糸島  済生会福岡総合病院  

福岡  
・福岡大学病院  

筑紫  

粕屋   
福岡東医療センター  

宗像   

飯塚   
飯塚病院・  

直方・鞍手  

田川   社会保険田川病院   

雪の聖母会聖マリア病院  

久留米  

久留米大学病院  
筑後  甘木・朝倉  

八女・筑後   公立八女総合病院  

有明   大牟田市立総合病院   

＊ 北九州医療圏は、北九州市保健所、北九州市医師会と遠賀保健所、遠賀中間医師会よりなる。   

福岡・糸島医療圏は、福岡市所管保健所、福岡市医師会と糸島保健所、糸島医師会よりなる。  
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（別紙）  

地域がん診療連携拠点病院選定における評価項目  

l診療体制   

1．診療捜能  

（り診療実績   

（か 年間新入院がん患者数   

（∋ 年間外来がん患者のべ人数   

（∋ 年間悪性腫瘍手術件数（総数、胃・大腸、肺、乳房、子宮、肝・胆・膵）  

④ 放射線治療のべ人数（2ケ月間）（体外照射法）  

⑤ 化学療法のべ人数（2ケ月間）（総数、胃、大腸、肺、乳房、子宮、肝・胆・膵）  

（2）緩和医壊の提供体制   

（か 緩和ケア病棟の有無   

② 緩和ケア畠療実績  

（3）地域医療榛関との連携   

（か 地域連携支援病院の指定  

② 開放型病院  

③ 紹介患者の受け入れ件数  

④ 逆紹介の実施件数  

2．診療従事者  

（り医師  

① 日本臨床腫瘍学会専門医数  

② 日本放射線腫瘍学会認定医数   

（多 目本病理学会病理専門医数  

（2）医師以外   

（D 日本病院薬剤師会がん専門薬剤師数   

（∋ がん認定看護師数  

3．匡境施設 

（り外来抗がん剤治療室の設置   

町碍嘩塵製  

1．研修・カンファレンス開催実績   

（》・対象者・受講者致  

② 内容   

憫塵製  

1．相談支援体制   

（》 専任者数  

2．広報体制（診療、臨床研究）   

（D 提供方法（ホームページ、広報誌、院内掲示等）  

3．院内がん登録   

（か 登録対象（外来・入院）  

－59一  
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（別紙1）  

九州がんセンター  

0一地域医療連携による程和ケアの実施－  

r緩和ケア依頼事前情報書（第一報）及び「緩和ケア依頼書」（がん医療地域連携研究会作成）を使用して  

緩和ケアを依頼した病院リスト及びその患者数  

（平成19年6月15日－一平成19年10月19日）  

市区町村名  依頼先病院名   
緩和ケア  

緩和ケア依類書   
依特車前情報書  

那珂川病院   26   26  

南区  
原病院   10   10  

清水クリニック   0  

ひのでクリニック   0  

束区   
たたらリハビリテーション病院   4   4  

原土井病院   6   6  

福岡市  博多区   木村病院   3   3  

西福岡病院   3   

西区  
3  

村上華林堂病院   

中央区   
秋本病院   

及川病院   10  

城南区   さくら病院   3   3  

早良区   山口内科医院   

糟屋部   志免町   栄光病院   6   6   

八幡東区  新日鉄八幡記念病院   2   2  

北九州市           八幡西区  九州厚生年金病院   2   2  

小倉北区  聖ヨハネ病院   

久留米市  
久留米大学病院   0  

聖マリア病院   

田川市  社会保険亡引Il病院   D   

大牟田市  今野病院   2   2   

佐賀県   
佐賀市   好生館病院   

唐津市   河畔病院   

鹿児島県  鹿児島市  相良病院   

長崎県   諌早市   すばる診療所   

4県10市部  25施設   101（人）   96（人）   

○当院から緩和ケア施設に紹介した患者数（平成18年4月一平成19年9月末日）287名  

＊ 但し、相談支援・情報センターを経由した患者数に限るため、実際にはこれ以上に多いと思われる。  

摩0－   



20  年  月  日  

緩和ケア依短音  

病院名  

（   歳）ロニ男 ロ：女 口：入院中（   病棟） ロ：外来  患者氏名：＿  

1， 依頼日的   

ロ：入院予約  ロ：外来通院での症状コントロール ロ：在宅療養（往診含む）  

2． 患者さんに最初筐應和ケアを勧めた人について   

口：患者さん本人が自分で希望   

□：家族などからの勧め（口配偶者、□子供、口親戚、□両親、ロ友人、口その他（  ））   

□：医療関係者（□医師、ロ看護師、□薬剤師、ロその他の医療者）  

3． 緩和ケアを紹介した経緯について（複数選択可 最も強い理由には丸をつける）   

□：治療の効果が期待できなくなったため   

□：本人が希望するため  □：家族が希望するため   

□：症状コントロールのため  □：終末期の看取りのため  

□、：その他 （  

4． 現時点での病気病状について、どこまで税明や告知をしたか   

a）患者さん本人に対して  

時期：20  年  月頃 （化学療法中ロ、後口、放射線療法中ロ、後口、手術後口）  

ロ：癌であることを告知していない □：病名のみ（癌であることのみ）  

□：転移再発部位や広がりを含めて  ロ ニ余命を含めて  

b）家族に対して   

時期：20 年 月頃 （化学療法中ロ、後口、放射線療法中ロ、後口、手術後□）   

誰に対して行ったか（口配偶者、□子供、□親戚、－□両親、ロ友人、ロその他（  ））   

D：癌であることを告知していない  □：病名のみ（癌であることのみ）   

ロ：転移再発部位や広がりを含めて □：余命を含めて  

5． 上把の病状説明を患者本人と家族とどちらを先にしたか   

ロ ニ患者自身が先  口：家族が先 口：患者と家族に同時に  

6． 患者さんの岳床的な予後はどれくらいあると考えるか（複数選択可）   

□：6ケ月以上  口：3ケ月以上 ロ：2ケ月程度  ロ：1ケ月程度   

□：2週間程度  ロ：1週間ほど ロ：1週間以内  ロ：急変あり  

医師名   病院名  
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20  年  月  日  

緩和ケア依頼事前情報寺 （第一報）  

相談担当  

贅頗鞍  

1．患者名（イニシャル）  

歳  男・女  2．年齢  

3．住所  ・町  丁  

4．キーパーソン ロ無  口有  

5．保険種類  □社保  口国保 ／（本人・家族）  

□高齢受給者（患者負担  割）  ロ老人保健（患者負M）  

D公費：乳・障・母・原・その他  口生保  

6．介護保険  口無  口有（□要支援  □要介護   ） 口中話中（＋月＋ 日）  

7．告知内容  本人（  

家族（  

頚醐重複記入可（その数台団が主たるもの固が補助的なもの）。その他は通信欄に記入  
8．食事  （経口）□自立  ロー部介助  □全面介助   

食事内容 □宮  口＿⊥分粥 口流動  □水分のみ  ロ絶飲食・  

9．栄養   口径菅栄養（経鼻・胃ろう・腸ろう）口高カロリー輸液（ⅣH二 

10．排泄  口自立  ロー部介助 口全面介助 口尿管留置  口導尿  

□人工月工門口人工膀胱 □その他（  

11．移動  口歩行  口杖歩行  口歩行器  口車椅子  ロその他  

12．清潔  口自立  ロー部介助 口金面介助 □入浴  ロシヤワ「浴  口挽械浴  □清拭  

13．整容  □自立  ロー部介助 □全面介助  

14．意思疎通 口問題なし□問題あり（筆談・＃聴・手話・認知症・せん妄・意識レベルの低下）  

15．問題行動 □無  口有（課知症・せん妄・その他  

16．痔痛  口無  口有 部位（  ）  ロ鎮痛薬使用（主に  

17．処置  □無  口有（  

ロ気管切開（永久・－時的） 吸引頻度1／ ⊥分・時間  

口酸素 且／分中  

18．祷瘡マット ロ無  口有（        ）  

19．薬管理  口自立 ロナース・家族等管理  

20．感染症  □無  口有（MRSA／部位・その他感染症  

一色歩   



（別紙2）  

大学と共同したがん専門医療従事者（医師、看護師、薬剤師等）の養成   

福岡県では、これまで県内4大学病院がそれぞれの大学と連携し、医師等の養成および研修を行って  

きた。   

今年度から．．県内において、質の高いがん医療の均てん化を回ることを目的とし、がん医療に関する  

専門的な知識及び技能を有する医師及びその他の医療従事者を養成する「九州がんプロフェッショナル  

養成プランjが開講され、九州大学がその取りまとめ校となっている。   

今般、福岡大学病院、産業医科大学病院、久留米大学病院の3病院が、九州大学病院と共同で、がん  

医療を担う人材の育成を行うため、九州大学病院を都道府県がん診療連携拠点病院として推薦した。   

今後、専門的ながん医療を行う医師等を対象とした研修については、九州大学病院が、県内4大学病  

院の代表として、他の3大学病院と連携を図りながら実施することとなる。  

【福岡県における九州がんプロフエツショナル養成プランについて】  

1．プランの概要   

福岡県内においては、九州大学病院を含む4大学病院が、地域がん拠点病院、緩和ケア専門施設と連  

携し、がん診療についての教育をおこなう。さらには、他県ともネットワーク（九州がんプロフェッシ  

ョナル養成協議会）を構築し、大学、医師会、行政が蓮携し、九州全域にがんの医療、情報収集、教育、  

研究を展開する。   

各大学は各々のコーディネーターを中心に独自の敦育プログラムを実施し、優秀な教員の交流や科目  

の共有により、より効果的かつ効宰的な教育を実現する。九州大学は幹事コーディネーターをおき、プ  

ラン全体の統括を図るp各大学病院より輩出された本プログラムの修了者は、このネットワークを通じ  

て地域のがん医療の担い手として各地に配置される。   

福岡県においては、このプランにより腫癌医師養成コース12名、放射線医師養成コース4名、がん  

薬剤師養成コ・－ス5名、がん専門看護師董成コース1d名の修了者が見込まれている。  

2．各コース共通の管理体制   

共同参画する各大学の医学研究科等の長が、各大学におけるプログラムの責任者となり、九州大学大  

学院医学研究院長が統括する。各大学に本プログラムのコーディネーター1名と、各臓器がん治療専門  

教員をチューターとし、各大学病院にて臨床研修を行うとともに、各地域のがん診療連携拠点病院・緩  
和ケア専門病院とも連携を行う。   

九州大学には、幹事コーディネーターがおかれ、「九州がんプロフェッショナル養成プラン推進室」  
の室長として本プログラム全件の中心となり緊密な連携のための九州がんプロフェッショナル養成協  

議会を設け、プログラム全体の円滑な運営が図られる。さらに、九州大学病院は福岡県における研修病  

院として中心的役割を担い、県内4大学病院とともに臨床研修を実施し、福岡県のがん診療の水準の向  

上を図ることとする。  
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3．養成計画（履修方法）  

「臨床腰痛医養成のための博士課程コース」   

博士課程4年間に、日本臨床腫瘍学会の認定する「がん毒物療法専門医」の取得に必要な基本的な共  

通コア科目（緩和ケアを含む）と、臓器別診療科目であるアドバンスド科目を履修する。実習は大学病  

院、地域がん拠点病院、緩和ケア専門病院の連携により榎数の診療科で行う。研究課題を与え、成果を  

学会・論文発表を行う。修了は、ポートフォリオ方式により九州がんプロフェッショナル協叢会で判定  
し、各大学が承認し学位を授与する。  

「放射線腫瘍医養成のための博士課程コース」   

博士課程4年間に、日本医学放射繚学会と日本放射線腫瘍学会が協同認定する「放射繚科治療専門医」  

の取得に必要な基本的な共通コア科目．（緩和ケアを含む）を履修する。実習は大学病院と地域がん拠点  

病院の緊密な連携により行う。研究課題を与え、成果を学会・論文で発表する。修了は、ポートフォリ  

オ方式により九州がんプロフェッショナル協議会で判定し、各大学が承認し学位を授与する。  

「がん専門薬剤師養成のための博士課程コース」   

6年制薬学部を卒業あるいは4年制薬学部を卒業して修士課程を修7した薬剤師を対象に、がん医療  
に特化した実践型教育を行う。4年のカリキュラムにより、日本病院薬剤師会の認定する「がん専門薬  

剤師」の資格取得に必要な科目の履修と、大学病院や地域がん拠点病院、緩和ケア専門病院にて実習す  

る。修了は、ポートフォリオ方式により九州がんプロフェッショナル協議会で判定し、各大学で承認し  

て学位を授与する。  

「がん専門薬剤師養成のための修士課程コ一子J   

4年制薬学部を卒業した薬剤師を対象に、がん医療に特化した実践聖教育を行う。2年のカリキュラ  
ムにより、日本病院薬剤師会の認定する「がん専門琴剤師」の資格取得に必要な科目の履修と、大学病  

院や地域がん拠点病院、績和ケア専門病院にて実習する。修了は、ポートフォリオ方式により九州がん  

プロフェッショナル協議会で判定し、各大学で承認して学位を授与する。  

「がん専門看護師養成のための博士課程コース」   

看護師の基礎資格を有し、大学の修士課程を修了したものが、博士課程4年の間に腫瘍に関する基本  

的な知識を修得し、緩和医療を含むがん治療に対する看護学を履修する。実習は腫瘍センターや関連複  

数診療科で行い、がん看護に関する研究を課し、その成果を公表する。修了は、各診療部長による実習  
評価と大学院小委員会による公開論文書査により判定し学位を授与する。また二日本看護協会「がん専  

門看藍師」の資格を取得する。  

「がん専門看護師養成コース：修士課程」   

看護師の基礎資格を有し、一定期間実務を経験したものを対象に、がん医療に特化した実践型教育を  

行う。2年間のカリキュラムにより、日本看護協会の認定する「がん専門看護師」の資格取得に必要な  

科目の履修と、がん診療に必要な臨床力を養うために大学病院や地域がん拠点病院、緩和ケア専門病院  

にて実習する。修了は、ボートフォリオ方式により九州がんプロフェッショナル協議会で判定し、各大  

学で承認して学位を授与する。  

且2  
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「医学物理士及び放射線品質管理士養成コース：修士課程」   

保健学及び理工系学部卒業で、一定期間実務を経験したものを対象に、がん放射線治療に必要な医学  

物理士、放射線治療品質管理士取得のための実践的教育を行なう。2年間のカリキュラムにより、日本  

医学放射線学会や放射線治療品質管理櫻樟の提示する資格要件を京たす科目の履修と、認定施設での実  

習を受ける。修了は、ボートフォリオ方式により九州がんプロフェッショナル協議会で判定し、各大学  

で承認して学位を授与する。  

「がん専門臨床検査技師（細胞検査士）養成コース：修士課程j   

臨床検査技師の国家資格を有するものを対象とし、がん臨床における細胞診断の知識と技術の修得を  

講義、臨床実習等にて実践的教育を行う。2年間のカリキュラムにて、国際細胞学会、日本臨床細胞学  

会の提示する細胞検査士の資格取手引こ必要な要件を満たす科目の履修と認定施設での実習を行う。修了  

は、ポートフォリオ方式により九州がんプロフェッショナル協議会で判定し、各大学で承認して学位を  

投与する。  

「臨床腫瘍医養成のためのインテンシフコース：科目等履修生」   

基盤学会の認定医・専門医を取得した医師を対象とし、更にがん診療に特化した高度先進的知識と技  

術の修得やブラッシュアップにより、日本臨床腫瘍学会の認定する「がん薬物療法専門医」め資格取得  

を目指す。1年以内に希望する複数のがん専門の診療部門での研修とコア科目を履修し、修了時には、  

がん専門インテンシブコース修了証を与える。希望する診療部門は複数でも可能とし、各部門の研修期  

間は3ケ月とする。  

「がん治療医インテンシブコース：科目等履修生」   

基盤学会の認定医・専門医を取得した医師を対象とし、更にがん診療に特化した高度先進的知識と技  

術の修得やプラッシュアツブにより、日本癌治療学会の認定する「がん治療認定医」の資格取得を目指  

す。1年以内に希望する複数のがん専門の診療部門での研修とコア科目を履修し、修了時には、がん専  

門インテンシフコース修了証を与える。希望する診療部門は複数でも可能とし、各部門の研修期間は3  

ケ月以上とする。  

「緩和ケア医インテンシブコース：科日等履修生」   

基盤学会の認定医■専門医を取得した医師を対象とし、更にがん診療に特化した高度先進的知識と技  

術の修得やブラッシュアップにより、がん緩和ケアの専門医を目指し、将来的に整備される専門医の取  

得を目指している。1年以内に希望する複数のがん専門の診療部門での研修とコア科目を履修し、修了  

時には、がん専門インテンシブコース修了証を与える。希望する診療部門は複数でも可能とし、各部門  

の研修期間は3ケ月以上とする。  

「がん専門薬剤師養成のためのインチンシブコース：科目等履修生」   

6年生薬学部を卒業あるいは4年生薬学部を卒業して修士課程を修了した薬剤師を対象とし、更にが  

ん診療に特化した高度先進的知識と技術の修得やブラッシュアップにより、日本病院薬剤師会の認定す  

る「がん薬物療法専門薬剤師」の資格取得を目指す。1年以内に希望する複数のがん専門の診療部門で  
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の研修とコア科目を履修し、修了時には、がん専門インテンシフコース修了証を与える。  

「がん治療看護師養成のためのインテンシフコース：科目等履修生」   

看護師の資格を有し、一定期間がん看護ケアの実務経験のあるものを対象とし、がん医蘇に特化した  

実践聖教育を行う。半年から1年のカリキュラムに基づきがん看護に必要な知識と技術を修得する。修  

7者はがん専門インテンシブコースの修了証を与える。このコースで取得できる資格は無いが、地域が  

ん拠点病院等でのがん看護の質を保証するものになる。  

互4   
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がん診療連携拠点病院推薦意見書の追加資料  

福岡県   

福岡県の鱒ん医療は、福岡県がん診療連携拠点病院の2病院と地域がん診療連携拠点病院  

の13病院を中心に、高度ながん医療の提供とがん医療の均てん化を図ることとする。また、  

本県におけるがん診療連携拠点病院の整備方針については、福岡県がみ対策推進協議会にお  

ける意見も踏まえたものである。  

1 福岡県がん診療連携拠点病院   

○ 九州がんセンターは、国立がんセンターを中心とするがん診療情報ネットワークの活  

用による総合的な医療情報の収集、分析及び発信の中心的役割が期待される、九州唯  

一のがん医療に特化した施設である。   

○ 九州大学病院は、がんプロフェッショナル養成プランや治験ネットワーク福岡の事務  

局としての揺能を果たしており、県内の3大学病院（福岡大学病院、久留米大学病院、  

産業医科大学病院）から福岡県がん診療連携拠点病院としての推薦を受けている。   

○ これらは他部道府県ではみられない福岡県独自の特色であり、この特色を最大限かつ  

効率的に活用するためには、この2病院とも選定することが不可欠である。2病院の  

選定により、本県のがん対策がよリー層推進されることが期待され、どちらか一方が  

欠けても福岡県のがん医療提供体制を確立することはできないと考える。  

2 地域がん診療連携拠点病院   

○ 本県在住のがん患者の受療動向（m＿8．5月国保レセプトデータ）を見ると、各二次医  

療圏内の医療桂関で受療している割合は50％以下の医療圏があるのに対して、県内  

を4つ（福岡、筑後、筑豊、北九州の4圏域）に分けた各ブロック内で受療している  

割合は1ブロックを除き90％を超えている。  

ブロック  ニ次医療圏  圏域内医療需給率（入院）   圏域内医療需給率（入院外）   

福岡・糸島   94．3％   95．1％   

福岡  柏屋   42．7％  96．5％  42．4％  96．9％  

宗像   38．6％  41．4％  

筑紫   38．1％  47．5％   

甘木・朝倉   42．2％   47．8％   

筑後  久留米   83．4％  90．4％  87．9％  92．2％  

∧女二筑後   65．5％  71．3％  

有明   73．6％  76．8％   

飯塚   82．0％   88．0％   

直方・鞍手   36．2％  76．8％  41．9％  83、6％  

田川   58．8％  71．6％   

北九州  北九州   94．8％   92．7％   96．4％   94．7％  

京葉   35．6％  40．0％  
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○ 今回、地域がん診療連携拠点病院を二次医療圏数と同じ13病院推薦し、推薦医療緩  

関が存在しない空白の二次医療圏も存在するが、先の受療動向や人口等を考慮したブ  

ロック単位での整備により、県内のがん医療の均てん化を図ることができ、より効率 ′  

的ながん診療を提供できると考える。   

○ 現在、放射線治療を実施していない地域がん診療連携拠点病院もあるが、質の高いが  

ん診療の提供やがん医療の均てん化を図る上で、早急に放射繰治療の実施が可能にな  

るよう、県として要望あるいは指導を行っていく。  

－2－  
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福岡県型がん診療体制  
福岡県がん診療連携拠点病院  

＜役割＞・地域がん診療連携拠点病院間の連携、調整機能  
2病院による   緩和ケアの推進機能  

がん登録の推進機能  

教育、研修機能  
先駆的でより高度ながん医療の推進  

九州大学病院  

○がん専門医療従事者の育成・研修  

■がんプロフェッショナルの養成  

○地域がん診療連携拠点病院への医師の派遣調整  

○地域拠点病院に対する症例相談  

・病理コンサルテーションの実施  

○臨床研究の推進  

・治験ネットワークシステムの整備  

九州がんセンター  

○福同県がん診療連携協議会の設置  

○がん登録の推進  

・地域がん診療連携拠点病院における登録の集約  

・分析、評価による質の管理  

○緩和ケアの推進  

・地域共通の緩和ケア依緬書の開発普及  

・緩和ケアコンサルテーションの美施  連携協力体制  

調整・支援  

地域がん診療連携拠点病院  

＜役割＞・質の高いがん診療の提供  

・地域の医療機関に対する研修、診療支援  

・情報提供、相談支援  

ブロック単位の整備による   

がん医療の均てん化  

北九州つ皿yウ  

・北九州市立医療センター  

・九州厚生年金病院  

・産集医科大学病院  

掠拘フローyウ  

・九州医療センター  

・済生会福岡総合病院  

・福岡大学病院  

・福岡束医療センター  

筑豊てローyウ  

・飯塚病院  

・社会保険田川病院  

筑稔コロツケ  

・久留米大学病院  

・聖マリア病院  

・公立八女総合病院  

・大牟田市立総合病院  

質の高し、がん診療の提供  

情報提供、相談支援   
技術支援  

‾－‖こ〉   
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がん診療連携拠点病院推薦意見書の追加資料  

福岡県  

＜福岡県がん診療連携拠点病院を中心とした具体的施策＞  

（1）がん専門医療従事者の育成と適正配置（九州大学病院）   

①rがんプロフェッショナル養成プランJにより、がん専門医療従事者を育成する。  

平成24年目標：  

・がん薬物療法専門医  

・放射線科治療専門医  

－がん専門薬剤師  

・がん専門看護師  

人
 
人
 
人
 
人
 
 

6
 
2
 
3
 
4
 
 

②他の3大学と調整して、①で養成した医師等を地域拠点病院等に派遣する。特に、がん専   

門医が配置されていない地域拠点病院を中心にi配置する。  

平成24年度目標＝がん薬物療法専門医の全拠点病院への配置  

放射線治療専門医の全拠点病院への配置  

（2．）緩和ケアの推進（九州がんセンター）   

①緩和ケア研修の実施（福岡県医師会と協同で実施する）  

－がん診療に携わる医師に対する研修会を実施する。  

（厚生労働省が提示予定の緩和ケア研修モデルプログラムに準じた2日間コース）  

平成20年度予定：ブロック別に各1Ⅰ司×4ブロック  

・全拠点病院において、がん診療に従事する医師等に対する研修会を実施する。  

平成20年度予定：2回以上X15病院  

②緩和ケア病棟を有する病院において、緩和ケアに関する実地研修を実施することにより、  

拠点病院全体の緩和ケア水準の向上と標準化を図る。  

平成20年度予定：緩和ケア病棟有する拠点病院において各1回×4ケ所  

③県内の医療機関，（診療所を含む）からの緩和ケアに関するコンサルテーションを受け、相  

談内容に応じた適切な支援や指導、他機関の紹介等を行う。また、当該コンサルテーショ  

ンを実施している旨の積極的な広報を実施する。  

④医療機関間の紹介の際に使用する、統一様式の緩和ケア診療依頼書（緩和ケア依頼書、緩  

和ケア依検事前情報喜（第一報））を普及させることにより、退院や転院を円滑に進め、  

切れ目のない緩和ケア医療の推進を図る・。  

平成24年度目標：  

全拠点病院及び緩和ケア病棟を有する病院等緩和ケア医療を行う全医療機関に普及  

させる  
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（3）がん登録の推進（九州がんセンター）   

①全拠点病院における院内がん登録を集約し、県レベルのがん登録実施体制の構築を図る。  

平成20年度予定：集約に向けた拠点病院間の調整や準備、試行  

平成24年度目標：全拠点病院における院内がん登録の集約  

集計結果の情報提供・公開  

②全拠点病院において、院内がん登録に関する研修を修了した者を配置する。  

平成24年度目標：  

国立がんセンター実施の院内がん登録実務者研修（中級レベル）修了者の全拠点病  

院への配置  

（4）福岡県がん診療連携協議会の設置・運営（九州がんセンター）   

①福岡県がん診療連携協議会を設置・運営し、がん医療に関する情報交換や連携強化により、  

県内のがん診療連携体制の構築を図る。  

平成20年度予定：福岡県がん診療連携協議会を設置し、3回開催  

③拠点病院の院内がん登録実務者連絡会を開催し、地域拠点病院等における院内がん登録の  

品質管理や登錨漏れ防止等についての検討を行うことにより、院内がん登録の精度向上を   

由る。  

平成20年度予定：3回開催  

③拠点病院の相談支援センター相談員連絡会を開催し、がんに関する情報交換や情報共有に  

より、相談支援センター間の連携及び相談支援機能強化を図る。  

平成20年度予定：3回開催  

（5）がん研究の推進（九州大学病院）   

①「治験ネットワーク福岡」の事務局。県内4大学の治験事務手続きの統一及び進捗状況の  

一元管理を行うとともに、治験業務標準化のための治験人材育成を行う。  

平成20年度予定：  

・NPO法人設立  

・治験ネットワークシステムの試行  

・国際標準であるFDA認定教育機関（ACRP）研修を活用して、各大学の治  

験管理室の医師等の教育を実施  

7   



福岡県がん対東経進計画におけるがん診療連携拠点病院を中心とした施策の現状と方針  

基本施坑   現   状   平成20年僕（予定）  平成24年戌柑牒）   

1放射掃疲戸主・化学頗法の推進  ①放射線治療の実施  14／【5  ①全敗烏病院における放射線凍は及び外来化学疎活の実施   
②外来化学療法壷の股匿  14日5  

③外束化学税沌の実施  15ハ5   

2 がん専門医掃従事者の育成  ①国立がんセンターJヽの研修派遣   ①国立がんセンターヘの研修派遣   ①専門的ながん診療を行う医師の増加  
②拠占病院への研修情報堰牒   ②県拠点病院による地域拠点病偶に対ナる研修の宍應   ②県極点病院における、がんヰ門的医療従事者の爽地研修の定卯勺実施  
（診日本放射線腫瘍学会比定匠  

③が 

ん専門医師等の地域拠点病院等への派遣によるがん診流水坤の向上  
（診日本由床思癌学会がん薬物探泣噂P「医  lα15  ③地域軋島病院による地域ば虎搬関に対する研修の実施            〟15  ④がんプロフェッショナル襲成プラン夷摘   

】－ 
…「‖‘叫hTP‾‥’’【 

l  ②拠点病院への研修情報堰牒   ②県拠点病院による地域拠点病偶に対ナる研修の宍應   
（診日本放射線腫瘍学会比定匠  lα15  ③地域軋島病院による地域ば虎搬関に対する研修の実施  l霊禁警諾監読書崇孟這芸霊器望讐警護歪き冨誓票℃霊宗慧豊讐雷竺   l  

（診日本由床思癌学会がん薬物探泣噂P「医  〟15  

⑤がんプロフェッショナル養成プラン実施開始  
⑤放射操治痛打圃を立てたり．物理的な精度管理を支捜したりで  
きる音の配置く放射湯治廃品賞管理士苓） り／15   

3 緩和ケアの池湛   ①緩和ケア診療加斧を算定てきる穏和ケアチームの設置   ①拠点病院における，嬬和ケアに携わる医療従事者への研修の爽施   ①治療の全投降において，切れ目のない緩和ケア治環を受けることができろ粕墳の丘僻  
②韻和ケ7外来の開設  〟15  例）捧和ケア指導者研詳膵丁者による研障   ②会払点病院のがん診凍隠師の級御ケアの基本的知漁の習得（研修陸了等）  
③緩和ケア病棟（入院料算定Aj川）  肌5   緩和ケア病棟を有する拠点病院での天地研餅   ③全拠点病院によ川lて根和ケア外来草間浪  
④がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会開腹1肌5  ②胤点病院の緩和ケアチームによる出張相場の実施   ④全拠点病院においで緩和ケア診療カロ冗を算定で卓る緩和ケアチームを設置  
⑤医師以外の医療従事者対象の繊細ケア研修会開催 1肌ユ  ③県拠点病院仇州がんセンター＝こ出ける．緩和ケアコンサルテーション  ①県拠点病院（九州協†んセンター〉における，繊細ケアコンサルテーションの突施  
⑥講和ケア病棟を有する拠点病院の実地併催実施 l／15  
⑦緩和ケアチームによる出弓技指導の実施   γ15  

⑧緩和ケア診廃位頼手の利用   県内ヱl施設   

4 在宅底府の搬進   〈D訪間者靂質推進モデル事業   ①がん患者の在宅医療をふまえた蘇褒支援体制の構築   ①がん患者の在宅底庶をふまえた抒姜支腹体制の構築  
②地域在宅穏和ケア支援くカンファレンス等）の実施l肌5  （在宅臨席ネットワーク推進モデル事業）   ②がん診療連携強化を目的とした地域間係捷関のネットワークの摘用  

②がん診流速妨強化を目的とした地域間孫権開のネットワークの構築   ③全拠点病院において、地域在宅戎和ケア支暖（カンフ7レンス判の英施体刑のⅢ賂  
③地域在宅韻和ケア支援（カンファレンス等）の実施   電）訪問者l貨の24時間連結棒糾の豊前   

5 底疲†査問の良師等   ①がん診療連紡拠点病院の射巨強化（地域8カ所）   ①がん診療連携拠点病院の糾と強化（県2か所・地域lさか所）   ①がん直錦の均てん化Iこよる、貿の高いがん直顔の柁桝  
②リニアックの塵肺  1〟15  ②がん於痢臓器整脈（リニアック、マンモコイル専）   ②全抱．点病院におけるリニアック，マンモコイルの払筒  
③地域連携クリティかレバスの臨御   lノ15  l③全他点病院lこ融ナる、5大がんの地域連携クリティカルパスの良師   
④乳がん検診用マンモコイルの拉椚  lユノ】5  

⑤バーチャルスライドの設置  y】5   

6 相損†桶1の充実   ①相枚支援センター相談員基礎研修会の受用  7／8  ①かん対策情報センターによる相貌支媛センター相談員に対する研膵派遣促進  ①拠点病院における相兢支援体別の充実酎ヒ  
②各拠点病院のヰPつ分野や地域連壬射相†状況等の周知l封15  ②脚炎支援センター側級長の連絡会の閃性   ②全拠点病院において，相貌支硯センター基碓研修修丁旨の相班員の配置  
③がん徽苔・その束抜への支楓ボランティ7等受入  即l！  ③各拠点柄院の専門分野や地域進彼体制状況．相払支媛センター等に関する幅  

広い周知   ④咽蚊支扱センターにおけろ相抽件数の相加  
④払点病院における、がん患者・その家族への支隠ボランティア等の受入  ⑤全拠点病院における．がん患者・その豪放への支戊ボランティア等の受入   

7 がん登鋒の推進   ①拠点病院にj引ナる院内がん埜鍾の実施  15／】5  ①各拠点病院lこおける院内がん聾録の集約に向けた席削ヒの推進   ①名拠点病院における院内がん登録の集約（九州がんセンター）  
②田立がんセンターが実施する院内がん登持薬清音の研修派混躍遁   ②全拠点病院において．院内がん登踊夷捧音研修億7音の記組  
③院内がん璧録爽拐音の連声会の開催   ③院内がん登綿実埼音の連拷会の定期的開陀   

8 がんの予防   ①福岡線地溝増進針固の策定   ①柘岡県姓肝増進計画の推進   ①福岡県瞳廊増進計画の冒捧達成   
①鯵及啓発   （9B型C型肝炎ウイルスの無糾検査の実施   ②B型C型肝炎ウイルスの照料検査の集成   （∋すべての肝炎ウイルスハイリスク身のウイルス検査桔7   

（訓拍Iんの予防   ③地域婦人会の研隆等開催による普及啓発   ③ウイルス肝炎診頗体制の史瀾   （ヨウイルス肝炎診療体制の怪聞   

Q）たばこ対策の経過  ④地域婦人会等の地域団†引こよる甘及啓発   Q）がル予附こ関する普及啓発の充宍   

Q）食堂桔改首の推進  

9 がんの早川発見   ①がん挽診串（平成17年度）  t4，）％  ①がん検診巽施体制強化モデル事業   （Dがん検診受診率の向上   

①がん快診束施体制の談†ヒ  ②がん検診の事業押億の推進   ②がん検診乗算診都寸罵の推進   （かがん死亡率の減少   

⑳がん挽診受診串の向上  ◎がん挽診の確度管理   ③がん検診の輔痩管理   （》がん換冷菓施体制のデータベース溝柊と情報掩供雁側の後閑   

◎がん検診用度管堰の向上  ④卸町村に対する指導  ④がん検診の革具辞取持虜管理の充爽   
（診県民に対すろ普及啓発  

1ロ がん研究の推進   （D治験実施体制の鎚折  

②治験ネットワークの試行場数ネットワーク矧剛   ②臨床研究の推鵜  

lIその他  ①福岡県がん診療連挑協縛会の設置、運営（九州がんセンター）   ①福岡県がん診療適例脇班会の定期的開催（九州がんセンター）  
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健  第1603号  

平成19年10月31日  

厚生労働省健康局総務課長 殿  

富山県厚生  部
 
 

がん診療連携拠点病院の現況報告書の提出について   

このことについて、平成19年9月7日付け健総発第0907．001号で厚生労働省  

健康局総務課長から依頼のあった現況報告書を別添のとおり提出します。  

記  

1都道府県がん診療連携拠点病院  

富山県立中央病院  

2 地域がん診療連携拠点病院   

黒部市民病院   

富山労災病院   

富山市立富山市民病院   

富山大学附属病院  

厚生連高岡病院 l   

高岡市民病院  

市立砺波総合病院   

（事務担当．健康課がん成人病係）  

TEL O76→444－3224  
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富山県 2次医療圏の概要  

2．概要  

医療圏名   面横（kポ）  人口  人口割合（寂  人口密度  病院数   
がん診療連携拠点病院  

県拠点病院  地域拠点病院  計   

新川   924．58  130．648   11．8   141．3   15  2  2   

富山   1．8糾．0†  508．189   46．0   275．6   53   2  3   

高岡   548．82  327．261   29．6   5如．3   28  2  2   

砺波   92【I．93  139，369   12．6   149．9   19  

計   4．2ヰ7．3ヰ  1．105．ヰ62   100．0   之60．3   115   7  8   

注1）「人口割合」欄は、県全体の人口に対する顔域ごとの割合（平成†9年9月1日現在）  

注2）「病院数」棉は、拠点病院以外の病院（診療所は除く。）も含めた数  

一丁6－  
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「富山型がん診療体制」の進捗状況  

塾嘩  

本県におけるがん診療道捜拠点病院では、国の指針に基づく権能に加え、富山型がん診療  

体制として以下のような先5区的な取組みを進めてきております。   

この取組みを推進するため、「富山県がん診療連携協議会」に3つの作業部会（研修選  

会、がん登録部会、相談支援部会）を設置〔資財りし、各がん診療連携拠点病院及び  

PETセンターとの連携を図っています。   

本年10月末までの取組みの進捗状況を報告します。  

1．すべてのがん診療連携拠点病院で敷地内禁煙を実現  

○すべてのがん診療達挨拠点病院で敷地内禁煙を実施  

0地域住民等に対する講習会・研修会の開催・  

＜取組状況＞   

○昨年12月頃から患者や職員への周知を行い、順次敷地内禁煙が開始され、4月には、   

全工拠診摩廼携拠点病院が蟄些内禁煙となりました。   

○がん診療連携拠点病院の医師が中心となり、病院の乗り入れタクシーの禁煙化を推進し、   

県内のタクシー会社が、10月からタクシーの禁煙化を実現しましD（県内59事業者   

と個人タクシー協同組合の車両1，189台のうち1，140台（95．9％）で実施）   

○がん診療連携拠点病院で禁煙外来登園筐されました（7施設／8施設、禁煙外来利用   

者数177人（圧19．4～9月）。   

○がん診療連携拠点病院において、埼堕敷革習会筆を積極裾こ実施しています（6   

施設／8施設、計32回実施）。〔資材gノ  

＜今後の対応方針＞   

○今後とも、地域の担当者への講習・研修会や市民講演会等への支援を通じて、たばこ対   

策の推進を図っていきます。  

2．すべてのがん診療連携拠点病院で5年生存率を公表   

○胃・大腸・乳がんについて、すべてのがん診療連携拠点病院で5年生存率を公開（公表部位   

は随時拡大）   

0専門分野と専門医の人数、治療内容等、がん治療に関する全面的な情報開示  

○公表データについて、県がんお療連携協議会の場で検証  
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＜取組状況＞   

○胃、大腸（結腸・直腸）、乳がんについて、すべてのがん診療連携拠点病院で同じ様式で   

ホーム〈トジ上に5年生存率を公表（H19年10月5日）しましたD〔資粁βノ   

○富山県がん診療連携協議会の「がん登録部会」（3回実施）において、各病院のもつデー  

．タ等を確認しながら、がん患者の僻、それに基づき各   

がん診療連携拠点病院で作業を行っていきました。  

く今後の対応方針＞   

○今年1月から、各がん診療連携拠点病院で開始した標準様式によるがん登録のデ「タを   

活用して、●がんの羅患状況や治療状況の分析を行っていきます。  

3．がん患者会の強化、患者■家族の療養・相談支援体制を整備   

○院内のがん患者会（乳がん）の充実・強化   

○専門医による「がんホットライン」を開設   

○がん診療連携拠点病院の専門医による種類別医学講座の開催  

＜取組状況＞  

内のがん患者会（乳がん）の充実●「強化  

○これまで、乳がんの患者会は、1つのがん診療連携拠点病院のみに設置されていたが、   

富山型がん診療体制を機に、新車臣星？のがん診療連携病囁遭乳がん患者会が設立   

きれました。  

また、がん診療連携拠点病院以外の病院での設立や、全国組織のあけぼの会の富山支   

部が立ち上がるなど、県内の乳がん患者会が充実してきました。  

○この県内の旦つ瑚≒「第1国富山県乳がん患者を支える会J   

（H19年10月21日）を開催しました。僻4ノ   

今後ともこのような会を継続して開催し、活動の場を広げて行きたい等積極的な意見が   

多く寄せられています。  

○県がん診療連携拠点病院の乳がん看護認定看護師が中心となって、TOYÅ肌BCN（ブレス  

トケアナース）．サポートチームを立ち上げ、塾妙墾   

修会専 修群5ノを行うなど、乳がんに関わる関係者の資質の向上を因っています。  

門医による「がんホットライン」を開設  

○がん拠点病院のがん専門医（3名）と相談支援センターの職員（4名）が、がん患者等   

からの相談に応じる無科寧革相談を鞄翠（会議室に電話回線（3回線で電話6台）を   

引いて実施。）僻6ノ  

2  
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日  時  平成19年9凡1日・（土）午後1時から午後4時  

相談件数  25件（うち、本人14件、家族10件、その他1件）  

相談内容 診断・治療に関するごと  延べ22件（88％）  

その他（副作用、心の不安、患者会等について） 延べ7件  

がん診療連携拠点病院の専門医による種類別医学講座を開催  

○機能分担した病院と県がん拠点病院の医師等が連携して、胃がん・肺がん・乳がんの3   

部位の医学講座番組＿「～がん専門医に聞く～富山県町がん診療のいま」を作成し、  

間を中心に、ケーブ／レテレビ（カバー率  100％）での放映しました。   9月のがん征圧月  

僻7、βレつノ  

○また、各がん診療連携拠点病院の待合や各市町村・集団検診機関のがん検診の待合で放   

映するなど活用を図るため、その講座のPVDを作成し、関係機関に配布しました。  

○内容等   

放送内容 ①富山県のがんの現状 ②富山型がん診療体制 ③検診・診断▲治療・予  

後 ⑥がん患者へのインタビュー ⑤がんの予防  

放送期間 8月19日～10月6日 延べ677回  

○相談支援センターの活動内容を県民に広く知っていただくために、アR用ちらしを作  

成し、病院・市町村等を通じて周知しました。 

○県の広報において「富山型がん診療体制」を紹介するとともに、相談支援センターのPR   

も併せて実施しています。〔資材タノ  

○相談支援部会が中心となって、がん診療連携拠点病院間で必要な共有情報の整備を行   

うとともに、用いる相談票や相談分類の統一等も行っています。  

＜今後の対応方針＞   

○乳がん患者の交流会を継続実施するとともに、乳がん患者会と一緒にがん検診普及啓発   

（街頭キャンペーン等）を行っていきます。   

○がん専門医による医学講座を、来年度引き続き開催します。   

○がん診療連携協議会の相談支援部会を中心として、相談支援体制のさらなる充実を図っ   

ていきます。  
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4．緩和ケア外来や外来化学療法の実施   

○緩和ケア外来の開設   

○外来化学療法の充実  

＜取組状況＞   

○緩和ケア外来は、H19年4月に、すべてのがん診療拠点病院で開設されました。（緩   

和ケア外来の受診者は、808人（Ⅱ19．4～9））   

また、それに伴い、地域がん診療連携拠点病院である富山市民病院に、緩和ケア専門   

医が配置されました。  

○外来化学療法はすべてのがん診療連携拠点病院で実施しており、専用の療法室重畳   

置されました。（6施設／8施設）  

＜今後の対応方針＞   

○県立中央病院（県がん診療連携拠点病院）の機能の充実（H20年4月から）  

・卿が選置されます。   

それに向け、現在、医師と看護師を国立がんセンターに研修派遣しています。  

・また、来年戯釘嘩こ増床します。  

・放射線機器「リニアック」を最新鋭に更新します。   

○他の地域がん診療連携拠点病院においても、緩和ケア病床の設置等に向け、、体制の充実   

を図っていく予定です。  

5．医療圏毎に病診連携を強化し、がん患者の在宅療養を支援する体制の確立  

○郡市医師会、訪問看護ステーション、在宅介護支援センター等と連携し、在宅療養を支援す   

る体制の確立   

024時間在宅緩和ケアの実施に向け、がん診療連携拠点病院を核として、緩和ケア外来がバ  

ックアップしながら医師会、訪問者護等とのネットワークの構築  

＜取組状況＞   

○県の医療計画の策定に向け協鼓している「在宅医療の連携体制」の中で調整を行ってき   

ました。  

＜今後の対応方針＞   

○医療圏毎に厚生センターi（保健所）を中心として、医療計画との整合性を図りながら、   

郡市医師会、訪問者護ステーション、在宅介護支援センター等と連携し、在宅療養とな   

る患者へ適切なホrムドクターを紹介するシステムの確立に向け、協議していくことと  

しています。  

4  
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○また、がん診療連携拠点病院が中心となって、緩和ケア外来がバックアップしながら医   

師会、訪問者護等とのネットワークの構築を進めていきます。  

6．院内がん登録の精度の向上   

○質の高い院内がん登録の整備  

＜取組み状況＞   

OHユ9年1月より、すべてのがん診療連携拠点病院で卿よる登録を開重しまし  

た。   

○また、H19年1月より、院内がん登録の電子データによる届出情報で地域がん登録を可   

能としたことにより、地域がん登録の精度の向上にもつながっています。  

○昼旦診療情報管理研究会塑設立（H19・4）され、資質の向上を図るため、県から会   

に研修費を補助して研修を実施していますこ  

＜今後の対応方針＞   

○引き続き、がん登録部会が中心となり、院内がん登録の精度の向上を因っていきます。  

7．共同利用型PETセンターと連携したがん診断∵治療体制の構築   

OP巨‾「センターとがん診療連掻拠点病院が連携して、診断・治療を行う体制を構築   

OPE‘丁センターとがん診療連携拠点病院は、画像情報をオンラインで結び、がんの診  

断・治療の質を向上  

＜今後の対応方針＞   

○行政と民間が協力して、  ETセンターが、H19年11月にオープン   共同利用方式のP  

僻7のします。今後、このPETセンターとがん診療連携拠点病院が連携して、診   

断・治療を行う体制の構築を図っていきます。  

○最新式のサイク臼トロンとPET／CTを整備し、がん診療連携拠点病院との連携のもと、   

がん患者の治療に利用するとともに、企業等のがん検診においても積極的に活用を因っ   

ていきます。  

OPETセンターとがん診療連携拠点病院は、将来的に画像情報をオンラインで結び、が   

んの診断・治療の質を向上させる‘こととしています。  
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8．がん検診の受診率の向上対策の強咋   

○受診しやすい体制づくりの一層の推進   

○がん検診の普及啓発、費用軽減措置など独自の取り組みの強化  

○精度の高い検診体制の整備  

＜取組み状況＞   

○早研、夜間、土日の検診の実施や他の検診と組み合わせた複合検診など、受診しやすい   

俸制を整備しています。   

○節目年齢者のがん検診料金の助成やがん対策推進員などのボランティアによる受診勧奨   

活動への補助を実施しています。  

F 
日検診：胃がん、乳がん、子宮がん、肺がん（ヘリカルCT）検診を受診する節目年  

齢者（5歳ごと）へのがん検診の自己負担額を軽減している。  

的 にマンモグラフィの導入を因っています。   ○乳がん検診に積極  

（昨年度、新たに4施設に整備されています。）  

○ヘリカルCT肺がん検診について、市町村や企業等と連旗したモデル事業を実施し、よ   

り精度の高い検診体制整備のため、知見の集積に努めています。  

＜今後の対応方針＞   

○来年度から実施される特定健診と一体的にがん検夢が行える体制を構築していきます。   

○女性のがん検診対策に重点的取り組みます。   

○精度の高いがん検診を推進していきます。  

9．治験、臨床研究へ取組む   

○臨床研究（多施設共同研究）や治験への参加  

＜取組み状況＞   

○富山型がん診療体制の中では、富山大学附属病院が中心となって高度先進医泉臨床試   

験および治験の推進を担うこととなっています。  

○臨床試験に関しては、富山大学・富山県立中央病院および厚生連高岡病院が中心となっ  

施設共同研究  て、肺がん・大腸がん・1胃がん・婦人科がん・悪性リンパ腫などの   

腿G，JG拡など）に積極的に参加しています。  

○治験に関して軋富山大学附属病院が中心となって，甚姐御  

塞をどの治験に参加するとともに、広く一般市民に対して治験の重要性などについて   

の啓蒙を行なっています。  
l  
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＜今後の対応方針＞  

○臨床研究（多施設共同研究）および治験の推進のために、各がん診療連携拠点病院にお  

ける体制の拡充が必要です。  

－○本年度中には、がん診療連携拠点病院間での臨床試験に関する情報交換と協力体制を確   

立するための「がん晦床試験・聯（仮称）」を立ち上げる予定です。   

○臨床試験研究組巌および治験依頼者に対する「富山型がん診療体制」での症例集積力、   

治験コーディネーター、専門医師などの整備状況の紹介を行なうことにより、さらなる   

臨床試験および治験の推進を図る予定です。   

0広く市民に対してがんの臨床試験・治験に対しての理解を求めるための市民公開講座な  

ども計画中しています。  

10＿ その他、富山型として強化した事項  

○医師並．ぴにコメディカルの研修体制の構築  

＜取組み事項＞   

O「富山県がん診療連携協議会において、各がん診療連携拠点病院でのがん医療に関する   

函修について情報交換し、より精度の高い研修体制を構築することを目的と‾した「研修   

部会」を設置しました。   

○研修部会において、各がん診療連携拠点病院の医師、看護師および緩和ケアチームに対   

し、希望する研修先卿こついて、意向調査を実施しました。   

○意向調査の結果を踏まえ、県内病院での研修希望の蓼合には、研修部会が中心となり、   

いわゆるマッチングを実施し、研修の調整を実施しています。  

＜今後の方針＞   

○今年度の研修状況等について結果の集積（データベース作り）と検証を行ないます。   

○医師、看護師等の県外医療施設への研修に対する費用の補助等を行う予定です。  
l  
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来年度から、下記の事業への予算化を計画しています。  

緩和ケア研修の体制の構築  

○県内のがん医療に関わる医師を対象に、緩和ケア研修を富山県医師会の生涯教育の講座   

に位置づける等工夫し、計画的に緩和ケアの研修を習得した医師の拡大を図ります。   

なお、研修内容については、嘩L（仮称）  

▲に基づいた内容とする予定です。  

○各がん診療連携拠点病院において実施されている、地域の医師等を対象とした緩和ケア  

壁塵会碩容の充寒を由ります。  

○がん医療に関わる看護師等を対象に、県がん診療連携拠点病院の緩和ケア病棟への実地  

旦塵を行います。  

○富山大学医学部の学生に対し、緩和ケア指導者等の協力を得て、緩和ケアに関する講習   

会を考えています。  

医師、看護師等の県外医療施設における研修への支  

○がん診療連携拠点病院の医師や看護師等が県外医療施設へ研修に行く際の費用（旅費等）   

の婦助を行い、研修に出やすい体制を整備していきます。  

引き続き、富山型がん診療体制の強化を囲ってまいります。   



（様式2）  

広島県 二次医療圏の概要  

1＿圏域図  

がん診療連携拠点病院  
：kポ）  卜．積   
．10．1現在）   

口割合 （％）  人口密度  病院数 （H17．ユ．31現在）         既指定病院数  今回推薦病院数  計   
2．5D4，91  1．333．953   46．4   532．5   103   4   0  4   

567，91   145．809   5．1   256．7   13   0   

454．26   280．942   9．8   618．5   3Z   0   

796．9D   224．323   7＿8   281，5   全0   0   

1．034．16  273．287   9．5   264．3   26   0   

1．095．59   515．865   17．9   470．9   51   D   

2．024．79   102．463   3．6   50．6   0   

軋478．52  乙8了6．642   1DO．0   339．3   256   10   0  10   

面  
医療圏名   巴  

（Hl臥1   

広  島   2   

広 島 西  

旦  

広島中央  

尾  三   

福山・府中  ロ   

備  北  ・ 2   

計   8   

注1）「人口割合」欄は、県全体の人口に対する圏域ごとの割合を記入すること．  

注Z）「人口密度」欄は、各医療圏ごとに、人口／面積くknて）（小数点以下第2位四捨五入）により算出した数値を記入すること。  

注3）「病院数」榊は、拠点病院以外の病院（診療所は除く。）も含めた致を記入すること。  

注4〉「今回推薦病院数」欄は地域がん診療連携拠点病院を都道府県がん診療遣娯拠点病院へ指定変更する場合には（）書きで、  
指定更新の場合にはく〉書きで、内致を示すこと。  
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広島県がめざす機能連携を軸としたがん医療体制  

～広島二次医療圏4拠点病院が果たす中核的機能～   

⊥三脚長峯匪  

【概況】  

○ 広島県では，がん診療連携拠点病院（以下、拠点病院）の指定を契磯として、県全体   

のがん対策を大きく進展させるための更なる取り組みを展開することとしており、今後   

策定する「広島県がん対策推進計画」において、これらの計画的な推進を予定している。  

0．とりわけ、広島二次医療圏で指定された「広島大学痛院」，「県立広島病院」，「広島市▲   

立広島市民病院」，「広島赤十字・原爆病院」の4拠点病院は、それぞれの特色を組み合   

わせて連携した高度な専門医療機能とともに、患者相琴支援やがん登録等のがん対策支   

援分艶紳を担うなど、がん対策鱒二史   
盈坦左遡点機能’’（中核拠点病院）により県全体のがん対策推進に大きく貢献している。  

中核的な拠点機能  

【高度専門医療機能】  

・ 高度専門がん医療の中核拠点機能として、施設完結型ではない4病院連携に   

よるこを此型”が～センタニ遡盈により実現すべく連携強化を推進  

・ がん医療提供体制「広島県がん医療ネットワーク」構築にむけ、旦塵匪歴史   

心となってネットワーク参加施設のあり方や医療人材育成等の佐制整備を進達  

【先進的ながん対策支援機能】  

・  がん患者が主体的に関わる相談支援体制の構築において、卿   

接して専門分野に係る相談を支援【相談支援の推進】  

・  4病院を中心とする広島市域の地域が麟おいて実践されている、患者   

の病理組織診断の情報を収集する「腫瘍登録」により院内がん登録の情報を補   

完し、より登録精度の高い地域がん登録を推進するという塵貞の地域がみ登靡   

方式（広島閻を今後全県に拡大【がん登録の推進】  

ー  がん医療に関連する医療情報の提供について  的に推進  （がん医   

療情報提供の推進）【がん医療情報提供の推進】  

・ 地域の緩和ケア推進や緩和ケアに係るがん医療従事者研修について今後ヾ県   

立広島病院の緩和ケア支援センタ∵を核に4病院が連携支援する体制たより県   

内全域で展開【緩和ケアの推進】  
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」．広島県の特徴と広島御霊畳  

～ ネットワーク型がんセンター捜能の実現【平成18年度提出推薦書の要点】～  

○ 本県は豪雪地帯の県北部、瀬戸内海の鳥喚部、県人口40％が集中する広島市都市部   

といった日本の地域特性をそのまま包含する地政学的特徴を備えている。（日本の縮図）  

○ 従って、本県のがん医療提供体制構築では、日本のがん医療均てん化の課題を共有し   

ており、首都圏における高度専門的ながん医療の中核拠点機能の実現が広島市都市部に   

求められ、また、山間部島喚部では地域密着型のがん医療提供ニーズがある。  

○ 広島市部市部における高度専門的ながん医療の中核拠点機能について、以下の観点か   

ら、本県としては、首都圏や他県の例のような“単一施設完結型’’がんセンターではな   

く、がん医療機能の高い既存基幹病院群が役割分担と連携により機能する“ネットワー  

ク型がんセンター’’を実現することが適当と認識している。  

①  多様な燥性疾患を合併した高齢がん患者が今後増加することを謄まえれば，が  

ん専門機能に特化するのではなく，一般慢性疾患にも対応可能な総合的な診療権   

能を重視する必要があること。  

②  大規模人口の首都圏や関西圏、あるいは基幹病院が少ない小規模県と状況が異  

なり、本県での施設完結型センタ～新設運営には費用対効果から課題が多いこと。  

③ 現存の広島市都市部基幹病院において、高度専門がん医療の提供が既に一定毯  

度行われており、また、機能面でも県立広島病院の緩和ケア、広島赤十字・原爆  

病院の血液がん治療、といった特色を踏まえた連携が可能なこと。  

ー2－  
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○ このような観点から、今後策定する「広島県がん対策推進計画」において、本県がん   

医療の提供俸制について、庄屋三次医療圏4拠点㈲掛こよる中核拠点梯能を背景とし皇   

r広島県力麟構築を目指している。   

旦働“中核機能”で実現した広島県がん対策推進効果  

広島二次医療圏における4拠点病院の指定は、広島県がん対策推進計画にも今後記載さ  

れる見込みの4つの重点事項、（1）がん医療ネットワークの構築、（2）相談支援体制、（3）が  

ん登録の推進、（4）緩和ケアの推進について、広島県全体の対策推進に大きく貢献している。  

（1） がん医療ネットワークの構築   

○ 広島県では，5大がん（乳がん，師がん，肝がんi大腸がん，胃がん）について，  

検診，精密診断，周術き軌 フォローアップ期の医療を遭う各医療枚関によるネッ．．ト  
ワトーク（「広島県がん医療ネットワーク」仮称）の構築を目指している。   

0 このネットワークの参加医療機関の機能水準の設計に当たっては，がんの種別ご  

とに検診率を50％に引き上げた場合の対象者数や，それに対応していくために必  

要なマンパワー及び施設数等も推計し，必要な機能，施設数に不足が見込まれる場  
合の対応等も含めて検討していくこととし，求められるべき必要十分な機能を担保  

した検査・医療施設群を確保することとしている。   

○ ネットワークの構築により，地域連携クリティカルパス等による施設間相互の連  

携体制を推進するとともに，今後懸念される外科医等専門医不足も視野に必要な医  

療の提供を全県体制で確保しつつ、がん医療の均てん化実現を図るものである。   

○ この中で，拠点病院は，各圏域の周術期を中心とした医療機能を担うと－ともに，  
がん患者・家族に対する相談支援，地域め医療機関た対する研修や在宅緩和ケアの  
拠点等として，地域の医療ネットワークをサポートする役割を担っていく。   

○ 特に，直島癖広島市立広島市  

民病院，榔「中核   

拠点病院群」七：して，圏域内のみならず県全体卓対象とした高度専門治療の提供や  

去封養成等にお欄   

○ 今年度は，乳がんをモデルとした取組みに着手しており，「検査」，「精密検査（診  

断）」，「周術期（治療）」，「フォローアップ」の4つの機能に応じた施設群に区分し，  

それぞれの施設群ごとの基準を満たす医療機関が参加するシステムを整備すること  

としており，今後，他の5大がんについて整備をすることとしている。  
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・広島県の「がん医療ネットワ｝ク」のイメージ  

（2）相談支援体制   

O 「広島県がん対策推進計画」の策定に当たって実施したがん患者団体等のヒアリ  

ングにおいて，「がん患者団体等が連携して，病院では相談しにくい医師■への不満や  

精神的な問題等を，電話やインターネットで気軽に相談できるような相談窓口の設  

置ができればよい」との意見が多く出された。   

○ このため計画では，がん患者や家族等が抱える不安や悩みに対し，がん経験者が  

主体となって，同じ不安や悩みを共有しながら助言や相談に応じる窓口として，「（仮  

称）がん何でも相談」を設置することとしている。  

この中で，専門的な医療相隣やがん匡軒こ印する情報提供にフいては－中核拠点   

感度腰である「広島大学病院」，r県立広島病瞑」，頻曝島  

土字・原郎である。   

○ 一九治療や療養生活l嘩，拠点   

垂嘩に設置されている「相談支援センター」鱒型痘する。  

ー4－  
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がん患者が主体的に関わる相談窓口のイメージ  

がんに  

憲蒜芸芸傘  
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（3）がん登録の推進   

○ 広島県では，高精度の地域がん登録システムとして，「地域がん登録」に「腫瘍登  

録（病理組織登録）」の情報を補完する独自の地域がん登録方式を推進している。  

今後，地域的に偏在している登録協力医療機関を全県に拡大し，さらに精度の高  

いシステムとして完成させていくことを目指している。   

○ この中で，広島国軍㈱L「地   

塾榔おり，平成18年産地   
抽選  

旦之獅及び「腫瘍登録」の中心的な役劉を起  

っている。  

○ 今後，麻   
里豊盈させることとしている。  

広島県のがん登録システム  
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